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亜
日
南
朝
の
税
制
を
め
ぐ
つ

て

ー
晋
故
事
の
税
制
を
ぬ
じ
て

「
均
政
役
」

の
解
釈
に
及
ぷ
1

越

智

重

明

は

し

が

き

晋
南
朝
の
税
制
に
つ
い
て
は
周
知
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
の
見
解
が
示
さ
れ
、
統
一
的
見
解
の
示
さ
れ
て
い
る
局
面
は
殆
ん
ど
な
い

Q

そ
の
最

大
の
理
由
と
し
て
は
現
存
史
料
が
少
な
く
、
か
つ
断
片
的
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
ω

と
こ
ろ
で
、
そ
う
し
た
少
な
い
史
料
の
な
か
に
為
っ

て
初
学
記
絹
第
九
に
引
く
晋
故
事
の
記
事
は
、
晋
蓄
食
貨
志
に
見
え
る
晋
の
税
制
を
よ
り
明
確
に
す
べ
き
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
本
稿
は

第
一
に
、
右
の
晋
故
事
の
記
事
を
検
討
し
、
そ
こ
に
見
え
る
税
制
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
晋
故
事
に
は
「
課
田
」
の
対
象
と
な
る
民
丁
と
諸
侯
に
絹
な
ど
を
納
め
る
封
戸
の
民
と
の
税
制
が
見
え
て
い
る
。
後
者
は
本
府
民
的
に

編
戸
の
民
す
な
わ
ち
一
般
郡
県
民
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
説
末
か
ら
西
晋
初
め
に
か
け
て
典
農
官
が
廃
止
さ
れ
た
。

そ
の
際
の
目
的
お
る
い
は
巨
楳
と
す
る
も
の
は
「
以
均
政
役
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
典
農
官
の
廃
止
に
と
も
な
っ
て
旧
来
そ
の
も
と
に
あ
っ

た
〈
一
般
郡
県
民
と
は
違
う
）
典
農
部
民
H

典
農
部
屯
田
民
の
税
（
役
）
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
具
体
的
に
い
え

ば
「
課
田
」
の
対
象
と
な
る
か
つ
て
の
典
農
部
民
の
税
（
役
）
と
一
般
郡
県
民
の
税
（
役
）
と
が
、
こ
の
際
お
互
に
ど
の
よ
う
な
「
変
化
」
を
示

し
つ
つ
、
（
全
体
的
に
見
た
際
）
均
等
化
さ
れ
て
行
こ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
、
を
推
測
さ
せ
る
根
本
史
料
で
あ
る
ω

本
稿
は
第
二
に
、

右
の
よ
う
な
観
点
か
ら
「
均
政
役
」
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
。

と
こ
ろ
で
、
晋
南
朝
の
税
制
を
と
り
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
晋
書
食
貨
志
に
見
え
る
東
晋
の
威
和
五
年
の
度
回
収
租
制
に
お
い
て
、
十
一
の
税

ぽ
南
朝
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て

（
仙
助
制
刊
）

／！日



記
日
商
戦
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て
（
越
智
）

ド月
l!!l 

が
畝
ご
と
に
米
三
升
で
あ
っ
た
と
い
う
記
事
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
当
時
の
稲
の
収
穫
量
か
ら
い
っ
て
こ
の
米
三
升
は
米
三
斗
の
誤
り

と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
本
稿
は
第
三
に
、
情
書
食
貨
志
な
ど
の
記
事
と
の
対
比
に
よ
っ
て
右
の
畝
ご
と
に
米
三
斗
と
い
う
現
解
に
正
当
性
を
与

え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
検
討
の
聞
に
南
朝
の
他
の
税
制
に
も
ふ
れ
る
こ
と
と
す
る

Q

ま
た
、
梁
時
代
の
お
わ
り
ご
ろ
に
は
イ
ン
フ
レ

i
y
ョ
シ
が
進
ん
だ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
官
吏
の
給
与
〈
支
給
の
方
法
）
と

ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
本
稿
は
第
四
に
、
梁
陳
時
代
の
官
吏
の
給
与
の
「
財
源
」
と
し
て
の
禄
秩
の
内

容
を
と
り
あ
げ
、
あ
わ
せ
て
そ
の
点
に
ふ
れ
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
右
の
諸
問
題
に
関
す
る
私
見
で
、
か
つ
て
筆
者
が
述
べ
た
も
の
と
違
う
と
こ
ろ
は
、
本
稿
の
よ
う
に
改
め
る
も
の
と
す
る
ω

一
、
諸
侯
の
国
秩

本
節
は
、
初
学
記
絹
第
九
に
引
く
晋
故
事
の
記
事
を
検
討
す
る
の
に
必
要
な
範
囲
で
西
晋
時
代
の
諸
侯
（
公
、
侯
、
伯
、
子
、
男
）

の
国
秩

を
と
り
あ
げ
る
。

西
晋
時
代
の
諸
侯
の
国
秩
に
関
す
る
史
料
と
し
て
は
つ
ぎ
の
三
つ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
（
件
、
同
は
と
も
に
百
柄
本
に
よ
る
。
）

（
子
仙
？
U

ハ
円
初
武
帝
践
昨
、
封
宣
帝
孫
、
水
為
東
山
元
郡
王

Q

始
置
二
卿
。
〈
公
）
侯
以
下
置
官
属
、
随
国
大
小
、
無
定
制
ω

諸
侯
並
三
分
食
て
束
晋

元
帝
太
興
一
元
年
ハ
西
紀
三
一
八
年
）
、
始
置
九
分
食
一
。
公
侯
以
下
国
、
官
属
逓
減
。
（
通
典
巻
三
十
一
職
官
十
三
歴
代
王
侯
封
爵
）

晋
文
帝
為
晋
王

Q

命
裳
秀
等
、
建
立
五
等
之
制
＠
：
・
武
帝
泰
始
一
元
年
（
西
紀
二
六
五
年
）
・
：
罷
五
等
之
制
。
公
侯
邑
万
戸
以
上
為
大
圏
、

同
五
千
戸
以
上
為
次
園
、
不
満
五
千
戸
為
小
因
。
・
：
而
江
右
、

諸
国
並
三
分
食
一
む
元
帝
渡
江
、

太
興
元
年
、

始
制
九
分
食
つ

（
晋
書

巻
十
四
地
理
芯
上
）

（
前
略
〉
晋
江
右
、
公
侯
以
下
置
官
属
、
随
国
小
大
、
無
定
制
ω

晋
江
左
、
諸
国
並
三
分
食
一
。
元
帝
太
興
一
五
年
、
始
制
九
分
食
一
。

（司
（
末
書
巻
四
十
百
官
志
下
）



こ
の
う
ち
け
と
悼
と
は
、
西
晋
時
代
（
制
度
が
一
応
完
備
し
て
の
ち
）
諸
侯
の
国
が
す
べ
て
「
一
ニ
分
食
こ
で
、
太
興
元
年
元
帝
が
即
位
し

て
東
晋
を
建
て
て
以
後
す
べ
て
始
め
て
「
九
分
食
一
」
と
な
っ
た
の
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
制
で
は
、
西
晋
の
天
下
統
一
後
、
江
左
（
県

の
旧
領
）

の
諸
侯
の
国
だ
け
が
「
三
分
食
乙
で
あ
っ
た
が
、
東
晋
建
国
以
後
諸
侯
の
国
が
、
す
べ
て
始
め
て
「
九
分
食
ご
と
な
っ
た
の
を

示
し
て
い
る
。
こ
の
両
者
の
記
述
は
相
反
す
る
が
、
結
論
的
に
い
え
ば
付
、
同
に
従
い
同
の
「
江
左
」
は
「
江
右
」
の
誤
り
と
す
べ
き
で
あ
ろ

ぅ
。
以
下
そ
れ
に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
る
が
、
そ
の
ま
え
に
若
干
の
こ
と
に
ふ
れ
て
お
く
。
ま
ず
江
右
、
江
左
と
い
う
語
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
こ
う
し
た
際
二
つ
の
用
法
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
一
は
、
国
家
の
主
と
し
て
よ
っ
て
い
た
地
域
に
基
づ
い
た
用
法
で
、
具
体
的
に
は
江
右

が
西
晋
と
い
う
国
あ
る
い
は
そ
の
時
代
、
江
左
が
東
晋
と
い
う
国
あ
る
い
は
そ
の
時
代
を
指
す
。
（
悼
の
江
右
は
こ
れ
に
該
当
す
る
。
）
そ
の
二

は
、
地
理
的
条
件
に
基
づ
い
た
用
法
で
、
具
体
的
に
は
江
右
が
長
江
の
右
、
江
左
が
長
江
の
左
を
指
す
。
つ
ぎ
に
、
付
、
同
、
同
で
西
晋
時
代

「
三
分
食
一
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
範
囲
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ハ
刊
は
西
普
時
代
詩
侯
の
国
か
ら
の
封
秩
が
「
三
分
食
一
」
で
あ
っ
た
が
、

来
耳
目
建
国
の
年
で
あ
る
太
興
一
元
年
に
、
始
め
て
そ
の
な
か
に
「
九
分
食
一
」
が
お
か
れ
た
の
を
示
し
て
い
る
ω

こ
の
際
、
晋
警
が
］
じ
成
帝
紀
成

和
元
年
（
西
紀
一
ニ
二
六
年
）
十
一
月
の
条
に
、
「
改
定
王
侯
国
秩
、
九
分
食
一
。
L

と
あ
っ
て
、
太
興
元
年
に
は
い
ま
だ
詩
候
の
う
ち
の
王
侯
が

「
三
分
食
一
」
で
あ
っ
た
の
を
推
測
さ
せ
て
い
る
の
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
太
興
元
年
に
「
九
分
食
一
」

に
な
っ
た
の
は
、
諸
侯
の
う
ち
の
公

侯
伯
子
男
の
五
等
の
諸
侯
だ
け
で
あ
っ
た
の
が
想
定
さ
れ
る

Q

こ
こ
で
件
、
刊
を
見
る
と
、
五
等
の
諸
侯
を
対
象
に
太
興
一
元
年
に
始
め
て
「
九

分
食
一
1

」
を
制
し
た
の
が
察
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
白
ら
さ
き
の
想
定
と
合
致
す
る
や

（
以
下
、

諸
侯
と
い
う
語
を
公
侯
以
下
の
五
等
の
諾
侯
と

い
う
意
味
で
使
用
す
る
。
）

さ
て
、
右
に
引
用
し
た
悼
の
場
合
、
そ
の
記
事
の
ま
え
に
あ
る
王
国
な
ど
の
官
制
に
関
す
る
記
事
に
あ
っ
て
も
、
ま
た
悼
の
記
事
の
な
か
の

東
晋
の
太
興
元
年
の
「
始
制
九
分
食
ご
の
記
事
に
お
い
て
も
、
と
も
に
全
国
的
規
模
に
お
い
て
事
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
特
定
の
地
域
の
も

の
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
b

こ
れ
は
同
に

「
晋
江
右
、

公
俣
以
下
置
官
属
、

随
国
小
大
、

無
定
制
。
」

と
あ
る
も
の
が
、

西
晋

（
と
い
う
国
あ
る
い
は
そ
の
時
代
）
の
公
侯
以
下
の
詩
侯
の
国
の
官
属
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
の
を
示
唆
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
eω
いと

叫
日
南
朝
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て

（
越
知
円
）

I司



正
日
南
朝
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て

（
越
智
）

月
六

対
照
し
た
際
、
こ
の
予
想
は
正
し
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
確
め
た
う
え
で
、
改
め
て
同
に
「
晋
江
左
、
諸
国
並
三
分
食

一
。
」
と
あ
る
の
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
そ
の
「
晋
江
左
」
は
「
晋
江
右
」
と
対
比
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
東
晋
を
意
味
す
る
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
ハ
円
、
刷
、
同
の
す
べ
て
に
見
え
る
よ
う
に
、
東
晋
で
は
詩
侯
は
始
め
か
ら
「
九
分
食
一
」
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
こ
の
記
事
は
そ

の
ま
ま
で
は
理
解
で
き
ず
、
そ
の
「
江
左
」
は
「
江
右
」
と
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
擦
、
「
晋
江
右
、
公
俣
以
下

置
官
属
、
随
園
小
大
、
無
定
制
じ
音
江
左
、
諸
国
註
三
分
食
一
。
」

と
あ
る
の
が
、
全
体
と
し
て
西
蓄
に
お
け
る
諸
俣
の
国
の
官
属
と
封
秩
と

を
述
べ
た
も
の
と
な
り
、
そ
の
前
後
の
記
述
の
し
か
た
と
も
一
致
し
て
非
常
に
す
っ
き
り
す
る
ω

ま
た
そ
れ
は
悼
の
「
江
右
、
諸
国
並
三
分
食

と
も
一
致
す
る
。
）
な
お
、
伺
に
お
い
て
「
晋
江
左
」
と
わ
ざ
わ
ざ
「
晋
」
の
文
字
を
入
れ
た
の
は
、
（
前
略
〉
と
し
た
「
晋
武
帝
」
以

一。」
下
の
記
述
に
お
い
て
、
晋
制
を
述
べ
な
が
ら
も
、
途
中
で
「
（
晋
時
代
王
国
で
仰
と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
）
宋
世
復
改
日
師
」
と
あ
り
、
「
宋

氏
以
来
一
用
耳
目
制
。
：
・
」
と
あ
る
よ
う
に
、
と
き
と
し
て
宋
時
代
の
こ
と
を
混
え
記
し
て
い
る
の
で
、
晋
時
代
の
こ
と
で
あ
る
の
を
一
段
と
明

（
乙
？
）

確
に
す
る
た
め
、
あ
え
て
平
日
」
の
文
字
を
入
れ
、
そ
れ
を
「
晋
江
左
諸
国
、
並
三
分
食
一
己
と
「
元
帝
太
興
元
年
、
始
制
九
分
食
一
。
」
と

の
両
者
に
か
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
念
の
た
め
、
同
の
「
晋
江
右
、
公
侯
以
下
置
官
属
、
随
国
小
大
、
無
定
制
。
」
と
「
晋
江
左
、
諸
国
並
三
分
食
一
。
」

と
を
と
も
に
文

字
に
誤
り
が
な
い
も
の
と
仮
定
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
際
前
者
は
西
晋
の
諸
侯
の
国
の
官
属
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
同

晋
の
天
下
統
一
後
、
江
左
（
長
江
の
左
）
の
諸
侯
の
国
の
封
秩
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
か
つ
後
者
は
諸
侯
の
封

秩
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
「
元
帝
太
興
元
年
、
始
制
九
分
食
一
。
」
に
続
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
で
は
（
一
）
江
右
と
江
左
と
の
語

の
内
容
が
対
応
し
な
い

Q

す
な
わ
ち
、
悼
の
よ
う
に
短
い
文
章
で
は
、
江
右
と
江
左
と
は
内
容
が
対
応
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
際
前
者
の

江
右
が
西
晋
を
指
す
の
は
間
違
い
な
い
か
ら
、
そ
れ
に
対
応
す
る
と
い
う
点
で
後
者
の
江
左
は
東
晋
を
指
す
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
は

後
者
の
江
左
を
長
江
の
左
と
理
解
す
る
こ
と
を
不
可
能
と
す
る
。
ま
た
、
（
二
）
「
元
帝
太
興
元
年
、
始
制
九
分
食
一
。
」
と
あ
る
の
は
、
付
、
判

東
晋
に
お
い
て
そ
の
全
土
の
諸
侯
の
封
秩
を
始
め
て
「
九
分
食
こ
と
し
た
と
い
う
こ
と

に
も
明
か
な
よ
う
に
、

〈
西
晋
の
正
統
を
う
け
た
）



で
あ
っ
て
、
か
つ
て
長
江
の
左
に
あ
っ
た
諸
伎
の
国
の
封
秩
だ
け
を
対
如
水
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
点
か
ら
い
っ
て
後
者
の
江
な
は

長
江
の
左
を
意
味
す
る
こ
と
も
、
東
晋
を
意
味
す
る
こ
と
も
、
と
も
に
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
（
三
）

悼
の
記
事
は
長
江
の
左
｜
こ
れ
は

呉
の
旧
領
域
の
要
部
を
な
す
ー
で
な
い
地
域
1
江
右
の
封
秩
に
ふ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

と
い
え
よ
う
。
）
し
か
し
、
付
、

そ
れ
は
「
九
分
食
一
」
で
は
な
い

同
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
西
晋
で
は
長
江
の
右
を
も
含
め
て
「
三
分
食
一
」
で
あ
っ
た

Q

そ
う
し
た
事
実
が

ヘ，－
r
－
J

、

f
中

j
ふ
J
I
L

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
三
分
食
一
」
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
だ
け
を
述
べ
た
と
は
想
定

し
が
た
い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
さ
き
の
仮
定
は
成
立
し
が
た
い
の
が
明
か
と
な
ろ
う
。

あ
え
て
長
江
の
左
だ
け
を
対
象
と
し
て
そ
の
地
で

そ
う
す
る
と
、
西
晋
時
代
諸
侯
の
国
秩
が
「
三
分
食
一
」
で
あ
っ
た
実
例
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

い
ま
そ
れ
を
検
討
し
て
み
よ

ぅ
。
音
書
巻
三
十
六
鄭
沖
伝
に
、

泰
始
六
年
（
西
紀
二
七

O
年
）
、
詔
日
、
・
：
太
伴
寿
光
公
鄭
沖
、
太
保
朗
陵
公
何
曽
、
太
尉
臨

m公
荷
制
、
各
尚
徳
依
仁
、
明
允
篤
誠
、
興
一
仙

先
皇
、
光
済
帝
業
。
故
司
空
博
陵
元
公
王
沈
、
衛
将
軍
鈍
平
侯
羊
砧
、
才
兼
文
武
、
忠
粛
居
正
。
朕
甚
嘉
之
じ
：
・
其
為
寿
光
・
朗
陵
・
臨
山

・
博
陵
・
錨
平
園
、
置
郎
中
令
、
仮
夫
人
世
子
印
綬
、
食
本
秩
三
分
之
て
皆
如
郡
公
侯
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
郎
中
令
が
見
え
る
が
、
通
典
巻
三
十
六
職
官
十
九
晋
官
品
に
は
、
西
晋
時
代
（
た
だ
し
平
呉
後
）
の
も
の
と
し
て
、
第
六
品

に
王
郡
公
侯
郎
中
令
が
あ
る
ω

か
く
て
西
晋
の
泰
始
六
年
郡
公
俣
の
国
に
郎
中
令
が
い
た
こ
と
は
十
分
こ
れ
を
予
想
し
え
る
。
つ
ぎ
に
、
夫
人
、

世
子
に
印
綬
を
仮
し
た
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
夫
人
の
場
合
、
晋
書
巻
二
十
万
輿
服
志
に
、

都
公
侯
県
公
侯
太
夫
人
夫
人
銀
印
青
続
、
侃
水
蒼
玉
。
其
特
加
、
乃
金
紫
。

と
あ
る
ω

こ
こ
に
は
世
子
の
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
宋
替
巻
十
八
礼
志
五
に
、

郡
公
侯
太
夫
人
（
夫
人
）
銀
印
背
綬
、
侃
水
蒼
玉

b

と
あ
る
の
に
続
い
て
、

郡
公
侯
太
子
銀
印
青
綬
。
：
・
侃
水
蒼
玉
。

尚
南
朝
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て

（
越
抑
制
）

/J11 
じ



正
目
南
朝
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て
（
越
智
）

1!9 
八

と
あ
る
ω

宋
書
百
官
志
下
に
、
王
国
の
制
に
つ
い
て
、

宋
氏
以
来
、

一
用
晋
制
。

と
あ
り
、
通
典
歴
代
王
侯
封
爵
に
、

宋
氏
一
用
晋
制
＠

と
あ
る
が
、
西
晋
の
泰
始
六
年
、
郡
公
侯
の
場
合
そ
の
太
子
も
亦
印
綬
た
仮
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
差
支
え
な
か
ろ
う
＠
な
お
、
仮
と
い
う
の

は
い
わ
ゆ
る
か
り
の
処
置
の
意
味
で
は
な
く
、
広
義
の
正
規
の
処
置
の
一
つ
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
置
郎
中
令
、
仮
夫
人
世
子
印
綬
、
食
本
秩
三
分
之
一
、
皆
如
都
公
侯
」
と
あ
る
の
は
、
「
郡
公
債
の
場
合
と
同

様
、
国
に
郎
中
令
を
置
き
、
そ
の
夫
人
と
世
子
と
に
印
綬
（
銀
印
青
綬
）
を
仮
し
、
本
秩
H

封
戸
の
租
の
全
額
の

1
5
を
食
ま
し
め
る

に
つ
い
て
は
後
述
）
」
と
い
っ
た
内
容
と
解
す
べ
き
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
晋
害
巻
三
十
四
羊
帖
伝
に
、
羊
鮎
に
つ
い
て
、

及
五
等
建
、
封
鉦
平
子
邑
六
百
戸
。
・
：
武
帝
受
禅
、
以
佐
命
之
勲
、
進
号
中
軍
将
軍
。
加
散
騎
常
侍
。
改
封
郡
公
邑
二
千
戸
。
固
譲
封
、
不

受
ω

乃
進
本
爵
為
侯
、
置
郎
中
令
、
備
九
官
之
職
、
加
夫
人
印
綬
。

（
本
秩

と
あ
る
む
羊
帖
が
鈍
平
県
侯
と
な
っ
た
の
は
泰
始
元
年
の
武
帝
即
位
時
の
こ
と
で
ら
ろ
う
。
右
に
見
た
と
こ
ろ
と
あ
わ
ぜ
考
え
る
と
、
そ
の
国

に
は
、
す
で
に
泰
始
六
年
以
前
に
郎
中
令
が
お
か
れ
、
夫
人
に
印
綬
が
加
え
ら
れ
て
い
た
（
仮
授
さ
れ
て
い
た
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う

す
る
と
、
羊
枯
の
国
に
関
し
て
は
、
泰
始
六
年
の
詔
に
よ
っ
て
新
た
に
そ
の
世
子
に
印
授
を
仮
す
こ
と
と
、
国
秩
を
「
三
分
食
一
」
と
す
る
こ

と
と
だ
け
が
加
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
一
見
泰
始
六
年
の
詔
の
内
容
と
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
詔

は
本
来
功
臣
挫
賞
を
主
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
部
分
的
に
右
の
よ
う
な
と
と
が
あ
っ
て
も
大
筋
と
し
て
は
差
支
え
な
か
ろ
う
。

さ
て
、
右
の
寿
光
、
朗
陵
、
鉱
平
は
当
時
と
も
に
県
で
あ
る
。
従
っ
て
寿
光
公
、
朗
陵
公
は
そ
れ
ぞ
れ
県
公
、
釦
平
侯
は
県
侯
で
あ
っ
た
と

す
べ
き
で
あ
る
。
博
陵
は
晋
書
巻
十
四
地
理
志
上
翼
州
に
よ
る
と
四
県
を
統
べ
る
国
（
事
実
上
郡
を
固
と
す
る
も
の
）
で
あ
る
が
、
晋
書
巻
三

十
九
王
沈
伝
に
、



及
〈
武
帝
）
受
禅
、
以
位
命
之
勲
、
転
牒
騎
将
軍
録
尚
苦
事
。
：
・
封
博
陵
郡
公
。
回
譲
、
不
受
。
乃
進
爵
為
県
公
晶
子
八
百
戸

0

・
：
戚
寧
中
、

復
追
封
沈
為
郡
公
。

と
あ
る
の
か
ら
考
え
て
、
こ
こ
で
は
県
公
と
す
べ
き
で
あ
る
。
臨
佐
公
も
亦
こ
の
際
は
県
公
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
泰

始
六
年
に
は
少
な
く
と
も
郡
公
侯
は
「
一
二
分
食
一
」
で
あ
り
、
県
公
以
下
は
一
般
に
そ
れ
に
及
ば
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
晋
官
官
興
服
志
で
は
、
郡
公
俣
の
太
夫
人
、
夫
人
と
同
様
、
県
公
侯
の
太
夫
人
、
夫
人
が
銀
印
青
綬
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
印
紙
の
点
に
関
し
て
は
の
ち
県
公
侯
が
郡
公
侯
と
同
格
に
ま
で
昇
さ
れ
た
の
が
わ
か
る
。
蓋
し
「
三
分
食
一
」

の
制
も
亦
岡
山
公
以
下
県
川
刀
に
至
る
ま
で
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
東
晋
建
国
に
あ
た
り
改
め
て
「
九
分
食
一
」
に
引
き
下
げ
ら
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
醗
っ
て
い
を
見
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
、
「
封
宣
帝
孫
永
」
と
あ
る
が
、
思
白
書
巻
三
十
八
浪
邪
武
王
伯
伝
に
よ
っ
て
考
え
る
に
、
こ
れ

は
「
封
宣
帝
子
他
」
の
誤
り
で
あ
る
。
こ
の
国
の
封
戸
は
万
六
百
戸
で
あ
る
か
ら
、
第
四
節
で
述
べ
る
と
こ
ろ
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
ラ
に
、
こ

れ
は
次
回
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
、
ハ
円
は
西
晋
建
国
の
初
め
（
泰
始
元
年
十
二
月
）
に
は
、
郡
王
の
国
（
少
な
く
と
も
そ
の
次
国
、

に
あ
っ
て
も
、
二
卿
ハ
以
上
）
の
い
る
も
の
は
な
か
っ
た
の
を
察
せ
し
め
る
。
と
こ
ろ
が
、
晋
書
巻
二
十
凶
職
官
志
に
は
、
王
国
に
つ

小
国
）

見
る
と
、
第
六
ロ
固
に
、

い
て
、
「
有
部
中
令
中
尉
大
農

Q

為
三
卿
。
」
と
あ
る
。
け
の
二
卿
と
い
う
の
は
こ
の
な
か
の
ニ
卿
に
相
違
な
か
ろ
う
。
こ
こ
で
通
典
晋
官
品
を

「
王
郡
公
侯
郎
中
令
中
尉
大
農
王
博
師
及
国
将
軍
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
平
呉
後
に
な
る
と
王
国
に
す
べ
て
三
卿
が
い
た

の
な
示
し
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て
王
国
〈
少
な
く
と
も
そ
の
う
ち
の
次
国
、
小
国
）
に
あ
っ
て
も
初
め
は
国
容
が
整
わ
ず
三
卿
す

べ
て
が
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
の
ち
に
は
す
べ
て
三
卿
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
が
祭
せ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
点
も
ま
た
右
の
考
察
を
側

聞
か
ら
さ
さ
え
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

以
上
考
察
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
西
晋
の
泰
始
六
年
に
は
、
郡
公
侯
（
以
上
）

の
封
秩
は
「
三
分
食
一
」
で
あ
り
、
県
公
侯
伯
子
男
の
封
秩
は

そ
れ
よ
り
も
低
か
っ
た
が
、

の
ち
県
公
侯
伯
子
男
の
封
秩
も
亦
「
三
分
食
一
」
と
な
っ
た
。
こ
の
封
秩
制
が
東
晋
建
国
の
年
で
あ
る
太
興
元
年

E

円
前
朝
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て
（
越
智
〉

四
九



耳
目
南
朝
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て

（
越
智
）

五
0 

に
及
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

な
お
、
藤
家
礼
之
助
氏
は
、
「
本
秩
の
三
分
の
こ
は

「
本
戸
の
三
分
の
一
」

之
は
違
う
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
本
文
引
用
の
鄭
沖
伝

「
食
本
棋
三
分
之
一
」
は
、

ょ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
し
て
お
ら
れ
る
。
氏
の
高
説
に
よ
れ
ば
、
「
本
戸
の
三
分
の
こ
は
、
「
三
分
食
一
」
の
制
の
と
と
と
受
け
と
れ

に
つ
い
て
い
え
ば
、

鄭
沖
ら
の
受
く
べ
き
本
来
の
秩
奉
の
一
二
分
の
一
に
あ
た
る
額
を
そ
の
夫
人
世
子
に
食
ま
し
め

る
。
い
ま
そ
う
し
た
点
に
つ
い
て
の
私
見
を
ま
と
め
て
述
べ
て
お
く
。
ま
ず
「
本
秩
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
封
戸
の
支
配
者
（
五
等
の
爵
な

ど
を
も
つ
も
の
）
は
旧
来
そ
の
封
戸
の
出
す
程
税
の
何
分
の
一
か
を
食
む
べ
き
で
あ
っ
た
。
（
こ
う
し
た
考
え
か
た
は
す
で
に
周
礼
司
徒
数
官

之
職
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
晋
故
事
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
当
時
に
あ
っ
て
も
そ
れ
に
変
り
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
晋
書
巻
三
十
八

斉
王
依
伝
に
、

時
王
家
人
衣
食
、
皆
出
御
府
。
似
表
、
租
秩
足
以
自
供
。
求
絶
之
ω

前
後
十
余
上
。
帝
又
不
許
G

似
雄
未
之
、
国
文
武
官
属
、
下
至
土
卒
、

分
租
賦
、
以
給
之
。

と
あ
り
、
普
書
巻
七
十
七
下
壷
伝
に
、

成
康
六
年
（
西
紀
＝
一
四

O
年
）
、
成
帝
追
思
壷
ω

下
詔
日
、
壷
立
朝
忠
料
、
喪
身
兇
冠
ω

所
封
懸
速
、
租
秋
薄
少
。
妻
息
不
胎
。
以
為
慨
然
。

可
給
実
口
属
。

す
る
と
、

と
あ
る
が
、
と
れ
は
晋
時
代
封
戸
の
租
の
う
ち
封
戸
の
支
配
者
に
ま
わ
る
分
が
秩
と
よ
ば
れ
た
こ
と
を
察
せ
し
め
る
。
こ
う
し
た
点
を
重
視

本
秩
は
封
戸
の
出
す
秩
そ
の
も
の
を
意
味
し
、
「
食
本
秩
三
分
之
一
」
は
、
封
一
戸
の
秩
と
し
て
祖

（
全
体
）

の
1
一3
を
食
む
こ
と
を

意
味
す
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
前
漢
で
は
列
侯
は
封
戸
の
租
だ
け
を
食
ん
で
い
る
。
）

つ
ぎ
に
「
本
戸
」

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
藤
家
氏

の
「
本
戸
の
三
分
の
こ
と
い
う
表
現
は
、
そ
の
表
現
自
体
が
見
ら
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
晋
書
巻
三
武
帝
紀
泰
始
二
年
二
月
の
条
に
、

詔
目
、
五
等
之
封
、
皆
録
旧
勲
ω

本
為
県
侯
者
、
伝
封
次
予
為
一
苧
侠
、
為
郷
侯
為
関
内
侯
、
亭
侯
為
関
外
侯
。
皆
食
木
戸
十
分
之
一
。

、
と
あ
る
も
の
の
、
「
木
戸
十
分
之
こ
と
い
う
表
現
に
基
づ
い
て
使
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
（
後
述
の
よ
う
に
姐
末
・
威
照
元
年



に
五
等
の
制
を
設
け
、
晋
初
・
泰
始
元
年
十
二
月
に
そ
れ
を
罷
め
て
新
ら
し
い
五
等
の
制
を
つ
く
っ
て
い
る
が
、
）
右
は
か
つ
て
県
侯
、
郷
侯
、

亭
侯
で
あ
り
、
か
つ
泰
始
二
年
二
月
現
在
五
等
の
諸
俣
の
爵
を
も
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
次
子
に
新
た
に
亭
侯
、
関
内
侯
、

関
外
侯
の
爵
を
授
け
る
が
、
そ
の
封
戸
は
か
つ
て
の
県
侯
、
郷
侯
、
亭
侯
の
封
戸
の

1
一日

と
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
木

戸
は
新
た
に
授
け
ら
れ
た
亭
侯
、
関
内
侯
、
関
外
侯
の
封
戸
（
数
）
算
定
の
も
と
と
な
る
県
侯
、
郷
侯
、
亭
俣
の
封
戸
（
数
）
を
指
し
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
に
そ
の
木
戸
は
「
・
：
分
食
一
」
制
と
は
直
接
関
係
な
い
も
の
で
あ
る
。

二
、
晋
故
事
に
見
え
る
税
制

本
節
は
晋
故
事
に
見
え
る
西
晋
時
代
の
税
制
を
検
討
す
る
。
初
学
記
巻
二
十
七
宝
器
部
絹
第
九
に
引
く
晋
故
事
に
、

凡
民
丁
課
回
、
夫
五
十
畝
ω

収
租
四
斜
、
絹
三
疋
、
綿
三
斤
。
凡
属
諸
侯
、
皆
減
租
穀
、
畝
一
斗
。
計
所
減
、
以
増
詩
侯
絹
、
戸
一
疋
ω

以

（
慾
？
）

其
絹
為
詩
侯
秩
。
又
分
民
租
、
戸
二
斜
、
以
為
侯
泰
。
其
余
租
及
旧
調
絹
二
戸
三
疋
、
綿
三
斤
、
書
為
公
賦
。
九
品
相
遇
、
皆
輸
入
於
官
、
白

円

M
吋

41吋
川
H
1
0

’
行
声

H
H晶
巾

と
あ
る
。
こ
の
晋
故
事
の
記
事
は
絹
に
関
係
あ
る
も
の
と
い
う
観
点
か
ら
、
課
田
の
場
合
の
税
と
誇
侯
の
封
戸
の
占
田
の
場
合
の
税
と
を
記
し

た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。
課
田
の
耕
作
者
に
関
し
て
は
、
計
算
の
基
準
例
と
な
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
最
も
簡
単
な
計
算
の
で
き
る
丁
男
一

人
の
場
合
を
と
り
あ
げ
て
い
る
か
ら
、
占
田
の
封
戸
に
関
し
て
も
、
計
算
の
基
準
例
と
な
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
最
も
簡
単
な
計
算
の
で
き
る

場
合
を
と
り
あ
げ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
は
、
晋
蓄
食
貨
志
に
、
「
男
子
一
人
、
占
田
七
十
畝
、

女
子
三
十
畝
。
」
と
あ
る
が
、
一
組
の
夫
婦
た
る
男
女
（
査
し
了
男
、
丁
女
）
で
占
田
百
畝
の
場
合
が
想
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
当
時
、
諸

侯
の
語
に
は
、
封
王
を
意
味
す
る
場
合
、
公
侯
伯
子
男
を
意
味
す
る
場
合
、
公
侯
を
意
味
す
る
場
合
、
封
王
と
公
侯
伯
子
男
と
を
意
味
す
る
場

合
、
が
あ
る
が
、
右
は
そ
の
諸
侯
が
四
者
の
何
れ
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
国
が
全
国
的
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
っ
そ
の
封
戸
の
封
秩

（H
秩
・
奉
）
の
租
全
体
に
対
す
る
割
合
が
同
一
な
も
の
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
占
田
、
課
田
制
は
西
晋
に
し
か
存
在
し

m
H
南
朝
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て

（
越
智
）

五



沼
南
朝
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て
（
越
糾
）

．五ー

な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

そ
う
す
る
と
、
諸
侯
の
秩
た
る
べ
き
絹
一
疋
は
租

（
莱
）
十
斜
分
の
折
納
で
あ
り
、
諸
侯
は
一
戸
あ
た
り
（
粟
）
十
二
餅
分
を
秩
奉
と
し
て
受
け
と
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
戸
に
つ
い
て
「
其
余

租
」
と
あ
る
か
ら
封
戸
は
右
の
十
二
斜
以
外
に
も
租
を
納
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
際
前
節
の
計
算
例
に
従
う
と
、
諸
侯
は
「
三
分
食
一
」

そ
の
封
秩
は
自
ら

「
三
分
食
ご

と
な
っ
て
く
る
。

で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
戸
の
出
す
べ
き
租
の
総
額
は
「
十
二
斜
×
三
U
三
十
六
朗
」
と
な
る
。
こ
れ
は
一
畝
あ
た
り
の
租
が
三
斗
六
升
な
る
べ

き
を
示
し
叩
川
F
G
な
お
、
右
の
晋
故
事
に
は
「
旧
調
絹
二
戸
三
疋
、
綿
三
斤
」
と
あ
る
が
、
普
書
食
貨
志
に
、

丁
男
之
戸
、
歳
輪
絹
三
匹
（
匹
は
疋
に
同
じ
）
、
綿
三
斤
。

女
及
次
了
男
為
戸
者
、
半
輪
。

と
あ
る
の
か
ら
考
え
て
、
そ
の
つ
こ
は
惣
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
課
田
の
場
合
で
あ
る
が
、
か
つ
て
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
繰
回
は
典
農
部
屯
田
、
度
支
屯
田
の
後
身
を
主
と
す
る
官
田
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
討
。
も
し
そ
の
五
十
畝
あ
た
り
の
租
が
（
架
）
四
朗
で
あ
る
と
す
る
と
、
一
畝
あ
た
り
（
粟
）
八
升
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
本
来
私

固
た
る
占
田
よ
り
も
は
る
か
に
低
い
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
想
定
し
が
た
い

Q

結
論
的
に
い
え
ば
課
田
五
十
畝
の
租
は
、
租
四
朗
と

租
た
絹
三
疋
、
綿
三
斤
に
折
納
し
た
も
の
と
の
合
計
額
と
す
べ
き
で
あ
る
。
初
学
記
絹
第
九
に
、

晋
令
目
、
其
越
郡
中
山
常
山
国
輸
練
当
絹
者
、
及
余
処
常
輸
疎
布
、
当
綿
絹
者
、
鎌
一
疋
当
絹
六
丈
。
疎
布
一
疋
当
絹
一
疋
、
絹
一
疋
当
綿

三
斤
。

と
あ
っ
て
、
折
納
に
あ
た
り
綿
三
斤
は
絹
一
疋
に
相
当
す
る
か
ら
、
納
税
上
、
絹
三
疋
＋
綿
三
斤
H
絹
四
疋
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

き
の
占
田
の
絹
で
の
折
納
の
割
合
に
あ
て
は
め
る
と
（
粟
）
四
十
倒
に
な
る
。
い
ま
五
十
畝
の
租
が
「
囲
網
＋
四
十
斜
H

四
十
四
刷
用
」
で
あ
る

一
畝
あ
た
り
八
斗
八
升
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
占
田
の
約
二
・
五
倍
と
な
る
が
、
私
固
と
宮
田
と
の
違
い
を
頭
に
入
れ
れ

こ
れ
を
さ

と
す
る
と
、

ば
別
に
奇
異
と
す
る
に
は
足
り
ぬ
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
晋
故
事
は
最
初
、
西
晋
の
初
期
泰
始
三
年
（
西
紀
ニ
六
七
年
）
に
撰
定
さ
れ
三
十
巻
で
あ
っ
た
が
、

四
十
三
巻
に
な
っ
て
い
る
。
の
ち
の
晋
故
事
に
は
東
晋
の
成
帝
の
成
康
元
年
（
西
紀
三
三
五
年
）

の
ち
次
第
に
加
筆
補
訂
さ
れ
て

の
記
載
が
見
え
る
か
ら
、
東
晋
時
代
の
も
の



を
も
含
ん
だ
も
の
が
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
課
田
制
は
西
耳
目
時
代
で
終
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
心
従
っ
て
そ
れ
か
｝
「
九
分
食
一
」
時

代
の
も
の
と
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。

い
ま
ま
で
考
察
し
た
と
こ
ろ
に
従
う
と
、
納
税
に
あ
た
り
計
算
上
絹
一
疋
が
粟
十
餅
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
ω

絹
と
粟
と
の
比
価
は
と
き
に

よ
っ
て
大
き
く
相
違
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
南
朝
に
あ
っ
て
も
納
税
に
あ
た
り
計
算
上
絹
一
疋
が
稲
穀
十
余
斜
に
相
当
る
場
合
の
あ
っ
た
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
い
ま
そ
れ
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
＠
南
斉
書
巻
二
十
六
王
敬
則
伝
に
、
永
明
二
年
〈
西
紀
四
八
四
年
）

の
寛
陵
王
子
良
の
啓

を
の
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

党
陵
王
子
良
啓
目
、
・
：
伏
尋
、
三
呉
内
地
、
国
之
閑
輔

Q

百
度
所
資
ω

民
庶
彫
流
、
日
有
困
殆
“
蚕
農
学
獲
、
餓
突
、
尤
甚
む
富
者
梢
増
其
鶴
、

（拾？）

貧
者
転
鐘
共
弊
ω

可
為
痛
心
、
難
以
辞
尽
ω

頃
銭
質
物
践
、
殆
欲
兼
倍
ω

凡
在
触
類
、
英
不
如
訟
。
稼
同
制
難
助
、
餅
直
数
倍
。
機
梓
勤
苦
、

匹
裁
三
百
。
・
：
普
晋
氏
初
遷
、
江
左
手
創
白
絹
布
所
直
十
倍
於
A
7
。
賦
調
多
少
、
因
時
増
減

Q

（
宋
）
永
初
中
、
官
布
一
匹
直
銭
一
千

Q

而

民
間
所
輪
、
聴
為
九
百
＠
漸
及
元
嘉
、
物
価
転
賎

Q

私
貨
則
東
直
六
千
。
宮
受
則
匹
准
五
百
ω
所
以
毎
欲
優
民
、
必
為
降
落
。
今
入
官
好
布
、

と
あ
る
。

匹
湛
百
余
。
其
四
民
所
送
、
猶
依
旧
制
。
昔
為
刻
上
、
今
為
刻
下
。
（
下
略
）

は
宋
の
最
初
の
年
号
で
あ
る
ω

右
で
は
一
方
で
、
入
官
の
好
布
が
一
疋
現
実
に
百
余
銭
で
あ
る
と
し
、
他
方
、
布
が
一
匹

「
永
初
」

裁
か
に
三
百
銭
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
右
の
（
下
略
）
の
部
分
に
、

東
問
銭
多
郵
撃
、
鮮
復
完
者
。
公
家
所
受
、
必
須
員
大
。
以
両
代
一
、
困
於
所
貿
。
鞭
抵
質
繋
、
益
致
無
明
。

と
あ
り
、
南
斉
書
巻
間
十
党
陵
文
宣
王
子
良
伝
に
、

子
良
又
啓
目
、
：
・
又
泉
鋳
歳
遠
、
類
多
胡
盤
ω

江
東
大
鋭
、
十
不
一
ω

在
公
家
所
受
、
必
須
輪
郭
ω

遂
貿
本
一
千
、
加
予
七
百
ω

猶
求
前
無

地
、
経
革
相
継
。
（
下
略
。
）

と
あ
る
が
、
蓋
し
、
百
余
銭
と
い
う
の
は
納
税
の
際
使
用
す
る
大
銭
（
良
銭
）
で
の
計
算
で
あ
り
、
三
百
銭
で
あ
る
と
い
う
の
は
鶏
撃
さ
れ
た

－
般
流
通
の
銭
で
の
計
算
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
東
晋
初
期
、
江
南
に
お
い
て
右
の
よ
う
な
銭
の
区
別
は
見
当
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
す
る

t
H
南
朝
の
M

例
制
を
め
ぐ
っ
て
（
必
智
）



耳
目
南
朝
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て

（
越
智
）

五
凶

と
東
晋
成
立
当
時
江
南
に
お
い
て
民
間
で
は
絹
一
疋
が
約
三
千
銭
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
晋
書
載
記
巻
五
石
勃
伝
下
を
見
る
と
、

（
前
略
）
因
此
令
公
私
行
銭
。
而
人
情
不
楽
。
乃
出
公
絹
、
市
銭

Q

限
、
中
絹
匹
一
千
二
百
、
下
絹
八
百
。
然
百
姓
私
員
中
絹
四
千
、
下
絹

二
千
。
巧
利
者
、
購
買
私
銭
、
貴
売
於
官
。
坐
死
者
十
数
人
。
而
銭
終
不
行
。

と
あ
る
。
こ
れ
か
ら
、
大
ま
か
に
い
っ
て
、
石
勅
治
下
の
土
地
に
お
い
て
絹
一
疋
の
現
実
の
価
が
二
千
銭
を
こ
え
て
い
た
こ
と
が
い
え
よ
う
ω

こ
の
こ
と
は
巨
視
的
に
と
り
あ
げ
た
際
右
と
相
応
ず
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
南
斉
書
巻
二
十
二
予
章
文
献
王
伝
に
、
川
川
湘
ニ
州
刺
史
予
章
王
屍
に
つ
い
て
、

以
穀
過
践
、
聴
民
以
米
当
口
銭
、
優
評
餅
一
百
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
建
元
二
年
（
西
紀
四
八
O
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。
予
章
王
疑
が
米
一
一
期
を
一
百
銭
と
し
た
の
は
恐
ら
く
旧
来
の
米
価
を
勘
案

し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
米
一
餅
は
稲
穀
二
餅
に
相
当
す
る
か
ら
、
当
時
の
刑
湘
に
お
い
て
稲
穀
一
一
朗
が
あ
ま
り
に
も
安
く
五
十
銭
に
及
ば

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
銭
は
当
然
大
銭
（
良
銭
）
で
の
計
算
で
あ
る
。
さ
て
、
前
引
の
永
明
二
年
の
寛
陵
王
子
良
の
啓
に
、
民

問
に
お
け
る
も
の
と
し
て
「
斜
直
数
倍
〈
倍
は
蓋
し
拾
の
誤
り
〉
（
通
典
で
は
「
倍
」
が
「
十
」
と
な
っ
て
い
る
。
）
」
と
あ
る
。
こ
の
数
拾
を
一

般
流
通
の
銭
五
、
六
十
銭
と
解
し
、
か
っ
そ
の
制
を
稲
殺
の
餅
と
解
す
れ
ば
、
建
元
か
ら
永
明
に
な
る
と
物
価

l
稲
穀
の
価
が
さ
ら
に
低
下
し

た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
き
た
際
、
永
明
二
年
現
在
で
、
現
実
に
は
民
間
で
絹
布
一
疋
が
稲
五
斜
前
後
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、

折
納
に
あ
た
っ
て
の
計
算
上
は
、
絹
布
一
疋
が
大
銭
（
良
銭
）
で
五
百
銭
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
納
税
者
た
る
農
民
が
そ
の
つ
く
っ
た
稲
穀
を

売
っ
て
こ
れ
を
納
め
る
際
、
現
実
の
稲
穀
の
価
（
た
だ
し
大
銭
で
の
計
算
）
で
こ
れ
を
い
う
と
稲
穀
十
余
餌
の
多
き
に
及
ぶ
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。さ

て
、
税
収
取
に
あ
た
っ
て
の
粟
と
稲
と
の
割
合
で
あ
る
が
、
六
朝
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
史
料
は
残
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
通
典
巻
六
食

貨
六
賦
税
下
に
、
建
中
元
年
（
西
紀
七
八
O
隼
）
の
両
税
法
施
行
に
あ
た
っ
て
の
こ
と
と
し
て
、



若
無
莱
之
郷
、
輸
稲
麦
、
随
熟
即
輪
。
不
拘
此
限
（
納
税
期
限
を
指
す
）

Q

：
・
応
貯
米
処
、
折
粟
一
斜
、
輸
米
六
斗
。
其
雑
折
、
皆
随
土
毛
、

准
当
郷
時
価
。

と
あ
る
。
こ
の
折
納
で
は
粟
一
一
期
が
米
六
斗
（
日
稲
一
一
餅
ニ
斗
）
に
相
当
す
る
。
西
晋
時
代
占
田
課
田
制
下
、
租
の
収
取
は
必
ら
ず
や
粟
を
以

て
定
め
ら
れ
、
折
納
に
あ
た
っ
て
は
、
稲
の
量
の
方
が
粟
の
量
よ
り
若
干
多
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
ω

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
や
や
漠
然
と
で
は
あ
る
が
、

酉
晋
時
代
納
税
に
あ
た
り
粟
十
刷
所
が
絹
一
疋
に
相
当
し
た
と
い
う
想
定
も
可
能
と

な
ろ
う
。

以
上
考
察
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
西
晋
の
占
回
、
課
田
制
下
、
占
田
（
私
田
）
の
祖
は
畝
ご
と
に
粟
一
ニ
斗
六
升
、
諜
田
（
官
凹
）
の
租
は
畝
ご

と
に
八
斗
八
升
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ
う
ω

三
、
東
晋
南
朝
の
税
制

本
節
は
西
晋
時
代
占
回
（
私
田
）
の
租
が
畝
あ
た
り
粟
三
斗
六
升
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
を
受
け
て
、
樹
木
晋
南
朝
の
税
制
か
ら
見
て
も

そ
の
推
定
が
別
に
無
理
な
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
を
述
べ
る
＠

ま
ず
、
東
晋
時
代
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
晋
蓄
食
貨
志
に
、

成
和
五
年

（
西
紀
三
一
二

O
年
）
、
成
帝
始
度
百
姓
田
ω

取
十
分
之
一
ω

率
畝
税
米
三
升
ω

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
戚
和
五
年
に
始
め
て
百
姓
の
回
を
度
り
、
そ
の
収
穫
の
十
分
の
一
を
租
と
し
て
と
っ
た
が
、
そ
れ
が
率
ね
畝
ご
と
に
米
三

升
で
あ
っ
た
の
を
示
し
て
い
る
。
食
貨
志
に
は
、
さ
ら
に
、

哀
帝
即
位

Q

乃
減
田
租
、
畝
収
二
升

Q

と
あ
っ
て
、
率
ね
畝
ご
と
に
三
升
が
（
率
ね
）
畝
ご
と
に
二
升
に
改
め
ら
れ
た
の
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
隆
和
元
年
（
西
紀
三
六
二
年
）

0) 

こ
と
で
あ
る
e

蓋
し
十
一
の
税
の
性
格
は
と
こ
に
も
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う

Q

正
円
南
削
明
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て

（
越
知
刊
）

－
L
－
L
 

干
J
1
i



E

日
南
朝
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て

（越智）

五
六

さ
て
、
天
野
元
之
助
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
局
の
一
部
で
は
稲
穀
の
畝
あ
た
り
収
穫
量
は
十
斜
が
通
常
で
十
五
併
も
と
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
り

〈
『
肇
陽
国
志
』
萄
志
）
、
永
興
（
斯
江
の
粛
山
）
の
新
閥
田
で
は
畝
あ
た
り
五

l
六
餅
の
収
穫
が
あ
り
（
『
呉
志
』
鐘
離
牧
伝
）
、
蒼
陵
（
安
徽

の
封
州
）
で
は
畝
あ
た
り
十
餅
を
え
た
と
あ
か
）
（
『
梁
書
』
夏
侯
襲
伝
）
。
稲
穀
の

1
一2

が
稲
米
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
率
ね
畝
ご
と
に
米

三
升
（
H
稲
穀
六
升
）
と
あ
る
の
や
、
畝
ご
と
に
米
二
升
（
日
稲
穀
四
升
）
と
あ
る
の
は
誤
り
で
、
そ
の
升
は
斗
を
正
し
い
と
し
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
。
な
お
、
十
一
の
税
で
あ
れ
ば
、
右
に
見
た
と
こ
ろ
に
従
う
と
、
二
斗
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
三
斗
合
も
上
廻
る
べ
き
で
あ
る
が
、
国
力

の
衰
退
｜
徴
税
カ
の
弱
化
な
ど
が
か
ら
ん
で
三
斗
程
度
〈
三
斗
平
均
）
さ
ら
に
は
二
斗
程
度
（
二
斗
平
均
）

ち
な
み
に
、
後
漢
書
巻
四
十
九
仲
長
統
伝
に
、
仲
長
統
の
説
と
し
て
、

？
？
 

今
通
肥
儲
之
率
、
計
稼
梢
之
入
、
令
畝
収
三
剤
、
倒
取
一
軒

Q

未
為
接
多
。
一
歳
之
問
、
則
有
数
年
之
儲
。
雄
興
非
法
之
役
、
務
審
修
之
欲
、

広
愛
幸
之
賜
、
猶
未
能
尽
也
。
・
：
二
十
税
一
、
名
之
日
頼
。
況
三
十
税
一
乎
。
：
・
可
為
法
制
、
設
一
定
科
、
租
税
十
て
吏
賦
如
旧

Q

今
者

に
止
ま
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

土
広
民
稀
。
中
地
未
墾
。
難
然
、
猶
当
限
以
大
家
。
勿
令
過
制
。
其
地
有
卒
者
、
尽
日
官
回
、
カ
堪
農
事
、
乃
聴
受
之

Q

若
聴
其
白
取
、
後

必
為
姦
也
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
後
漢
の
三
十
分
の
一
の
田
租
の
税
率
が
軽
き
に
過
ぎ
る
も
の
で
あ
る
と
非
難
し
て
、
古
の
什
一
の
税
の
復
活
を
主
張
し
、
畝

収
を
平
均
三
餅
と
見
積
り
、
一
倒
に
つ
き
一
一
同
l
一
斗
ず
っ
、
計
三
到
U

三
斗
を
徴
収
す
べ
き
を
論
じ
て
い
る
も
の
で
あ
幻
Q

と
競
晋
南
朝
の
ま
寸
め
と
は
殆
ん
ど
同
じ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
）

（
漢
の
ま
す
め

な
お
、

こ
の
説
は
恐
ら
く
粟
を
頭
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ

τ、
晋
蓄
食
貨
志
に
は
、

（
元
？
）

孝
武
太
元
二
年
（
西
紀
三
七
七
年
）
、
除
度
回
収
租
之
制
ω

王
公
以
下
、
口
税
米
三
倒
。
唯
制
在
役
之
身
。
八
年
（
酉
紀
三
八
三
年
）
、
又
増

税
米
五
石
。
至
於
末
年
、
天
下
無
事
。
時
和
年
盤
、
百
姓
楽
業
。
穀
高
股
阜
、
幾
乎
家
給
人
足
怠
〈
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
の
よ
う
な
度
回
収
租
制
を
や
め
、
王
公
以
下
に
口
ご
と
に
米
三
石
1
米
三
併
を
課
し
、

の
ち
そ
れ
を
増
し
て
米
五
石
l

米
五
刷
所
に
し
た
の
を
示
し
て
い
る
。

口
税
米
制
は
要
す
る
に
王
公
な
ど
の
大
土
地
所
有
者
の
税
負
担
を
一
般
民
に
し
わ
ょ
せ
し
た
も
の
で
あ
ろ



う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
全
く
不
可
能
な
こ
と
を
う
ち
－
た
し
た
と
は
考
え
が
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
孝
武
帝
の
末
年
は
天
下
に
事
件
が
な
く
豊
年
つ
づ

き
で
家
々
に
穀
吊
が
み
ち
た
り
る
状
態
で
あ
っ
た
と
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
み
て
こ
の
口
税
米
五
併
は
平
和
で
豊
年
の
と
き
に
は
必
ら
、
ず
し
も
重

税
と
は
い
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
口
税
米
三
斜
へ
の
切
り
か
え
が
特
別
の
重
税
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
の
を
示
唆
す
る
。
さ
て
、

口
税
米
制
へ
の
切
り
か
え
時
、
大
部
分
の
庶
民
が
夫
婦
で
百
畝
（
我
が
国
の
四
町
六
反

l
五
町
前
後
）
も
の
私
回
を
所
有
し
て
い
た
と
は
と
う

て
い
予
想
で
き
な
い
。

一
般
に
は
い
わ
ゆ
る
豪
族
勢
力
の
進
展
下
、
恐
ら
く
十
畝
、
二
十
畝
と
い
っ
た
少
額
の
私
田
所
有
者
が
多
数
を
占
め
て

お
り
、
無
田
の
貧
民
も
多
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
右
の
口
は
蓋
し
下
男
の
こ
と
で
応
ろ
う
が
、
後
述
の
よ
う
に
梁
末
期
、
丁
男

の
租
の
半
ば
が
丁
女
の
租
で
あ
っ
た

（
こ
と
が
あ
る
て

い
ま
こ
れ
を
準
用
し
て
考
え
る
と
、

口
税
米
三
剣
制
へ
の
切
り
か
え
時
、
夫
婦
で
四

斜
五
斗
の
税
と
な
る

Q

旧
来
畝
ご
と
に
税
米
ニ
斗
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
夫
婦
で
二
十
ニ
・
五
畝
の
私
田
を
所
有
し
て
い
た
際
（
た
だ
し
、
名
儀

人
は
夫
。
）

同
額
と
な
る
。
度
回
収
租
制
か
ら
口
税
米
制
へ
の
切
り
か
え
時
に
お
け
る
全
国
の
私
田
の
総
額
、
丁
男
数
な
ど
は
不
明
で
あ
る
け

れ
E
も
、
右
の
よ
う
な
計
算
を
試
み
た
際
、
そ
の
計
算
自
体
は
極
め
て
漠
然
と
し
た
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
切
り
か
え
の
可
能
性
の
あ
っ

た
こ
と
は
、
こ
れ
を
い
っ
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。
（
な
お
、
西
晋
時
代
と
宋
斉
時
代
と
に
お
い
て
は
、
戸
対
象
の
税
の
徴
収
に
あ
た
り
、
戸
の

資
産
が
勘
案
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
恐
ら
く
口
税
米
制
の
時
期
に
お
い
て
も
そ
う
し
た
こ
と
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
具
体
的
な

こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
）
一
方
、
旧
来
畝
ご
と
に
二
升
と
い
う
田
租
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
切
り
か
え
時
、
丁
男
の
税
が
米
三
餅
、
婦
の
税
が

そ
の
半
分
と
し
た
場
合
、
夫
婦
で
二
百
二
十
五
畝
の
私
田
を
所
有
し
て
い
た
際
同
額
と
な
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
と
う
て
い
あ
り
え
な
い
。

ち
な
み
に
、
宋
書
巻
二
武
帝
紀
中
義
照
七
年
〈
西
紀
四
一
一
年
）
の
条
に
、

晋
白
中
興
以
来
、
治
綱
大
弛

Q

権
問
弁
兼
、
彊
弱
相
凌

Q

百
姓
流
離
、
不
得
保
共
産
業
。
桓
玄
頗
欲
詑
改
、
党
不
能
行

Q

公
（
劉
裕
宏
指
す
）

既
作
輔
、
大
一
不
軌
則
、
実
彊
粛
然
、
遠
近
知
禁
。
（
下
略
）

と
あ
る
。
こ
こ
に
は
東
耳
目
時
代
豪
彊
が
郷
村
に
勢
力
を
振
っ
た
た
め
、
一
般
庶
民
の
生
活
が
苦
し
か
っ
た
こ
と
と
な
ら
ん
で
、
東
晋
末
劉
裕
が

豪
彊
を
お
そ
れ
る
こ
と
な
く
政
治
の
撮
粛
に
つ
と
め
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
＠
し
か
し
劉
裕
死
亡
後
ふ
た
た
び
豪
彊
は
公
然
と
郷
村
に
カ
を
振

ぽ
南
削
制
の
ぬ
制
を
め
ぐ
っ
て

（
越
智
〉

じ



M
M
南
朝
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て
（
越
智
〉

ii 
八

っ
た
。
南
斉
室
田
巻
四
十
六
顧
憲
之
伝
に
、
斉
の
永
明
の
こ
ろ
に
お
け
る
、
東
晋
南
朝
政
権
の
よ
っ
て
た
つ
三
呉
の
実
情
の
一
端
を
述
べ
て
、

山
陰
一
県
、
課
戸
二
方
。
其
民
賀
不
満
三
千
者
、
殆
将
居
半
。
刻
又
刻
之
、
猶
且
三
分
余
一

Q

凡
有
賞
者
、
多
是
土
人
復
除
。
其
貧
極
者
、

悉
皆
露
戸
役
民
、
一
一
一
五
属
官
。

と
見
え
る
。

「
三
五
」

と
あ
る
の
は
一
般
庶
民
（
占
め
る
い
は
一
般
庶
民
の
役
に
出
る
率
）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
記
事
は
、
東
晋
以
後
い

わ
ゆ
る
豪
族
勢
力
の
進
展
下
に
、
一
般
庶
民
の
所
有
す
る
私
田
額
の
少
な
か
っ
た
の
合
察
せ
し
め
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

以
上
の
考
祭
は
、
西
晋
時
代
私
田
の
租
が
畝
あ
た
り
栗
三
斗
六
升
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
も
強
ち
無
理
で
な
か
っ
た
の
を
察
せ
し
め
よ
う
＠

論
を
進
め
、
さ
ら
に
他
の
史
料
か
ら
南
土
に
お
い
て
、
畝
ご
と
に
税
米
一
二
斗
あ
る
い
は
二
斗
と
い
う
こ
と
が
存
在
し
与
え
た
と
忠
わ
れ
る
の
を

推
定
し
て
み
よ
う
。
陪
書
食
貨
志
に
、
東
晋
南
朝
時
代
の
も
の
と
し
て
、

其
課
、
凶
丁
男
、
同
調
、
布
絹
各
二
丈
、
紙
三
両
、
綿
八
両
。
川
禄
絹
八
尺
、
禄
綿
三
両
二
分
。
同
租
、
米
五
石
。
同
禄
米
二
一
号
倒

丁
女
、
並
半
之
。

と
あ
り
、
こ
れ
に
続
い
て
、

同

男
女
、
年
十
六
己
上
、
至
六
十
、
為
丁
＠
男
、
年
十
六
亦
半
課
。
年
十
八
正
課
ω

六
十
六
免
課
。
女
、
以
嫁
者
為
丁

G

若
在
室
、
年
二

十
、
乃
為
了
。

H
H
 

其
男
丁
、
毎
歳
役
不
過
二
十
日
。
又
、
率
十
八
人
出
一
運
丁
、
役
之
ω

其
田
、
畝
、
税
米
二
斗
。

葦
、
大
率
如
此

Q

l吋同
‘
と
あ
る
。
パ
け
は
次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
梁
末
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
、
同
円
、
同
の
指
す
時
期
は
、
東
晋
南
朝
の
何
れ
か
の
時
点
で
あ
る

が
、
す
べ
て
が
同
じ
時
点
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
ω

ま
た
同
は
そ
の
内
部
に
あ
っ
て
も
、
明
ら
か
に
違
っ
た
時
点
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
付
、

と
い
う
表
現
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
際
同
は
南
土
に

伸
、
伸
、
同
が
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
同
の

「
蓋
、
大
率
如
比
。
」



お
い
て
畝
ご
と
に
税
米
二
斗
と
い
う
制
度
の
存
在
し
て
い
た
の
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
第
四
節
で
ふ
れ
る
よ
う
に
、
け
の
指
す
時
点
に
も
田

租
1
田
税
は
存
在
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
付
の
制
度
下
の
も
の
と
し
て
は
、
同
の
税
額
は
高
き
に
過
ぎ
る
。
要
す
る
に
同
は
了
租
、
丁
調
制
時

代
の
も
の
と
は
想
定
し
が
た
い
の
で
あ
る

Q

ま
た
、
同
は
（
国
土
を
対
象
と
す
る
税
制
に
代
っ
て
生
じ
た
）

え
な
い
。
そ
う
す
る
と
同
は
自
ら
東
晋
時
代
中
の
度
回
収
租
制
の
時
期
あ
る
い
は
度
回
収
租
制
を
と
っ
て
い
る
宋
斉
時
代
、

の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
隆
和
一
五
年
の
制
で
あ
る
可
能
性
も
十
分
に
あ
る
ω

口
税
米
制
時
代
の
も
の
で
も
あ
り

の
う
ち
の
ど
れ
か

ち
な
み
に
、
け
は
丁
男
対
象
に
（
狭
義
の
租
で
あ
る
）
米
五
石
と
（
広
義
の
租
で
あ
る
）
米
二
石
と
の
計
米
七
石
が
課
さ
れ
た
こ
と
、
及
び

丁
女
に
そ
れ
ぞ
れ
の
半
分
計
米
三
石
五
斗
が
課
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

Q

そ
う
す
る
と
一
組
の
丁
男
丁
女
の
夫
婦
で
米
十
石
五
斗
が
課
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
。
い
ま
か
り
に
夫
婦
で
私
回
二
十
畝
を
所
有
し
て
い
た
と
し
た
際
、

な
る
。
（
当
時
は
そ
の
ほ
か
に
僅
か
で
は
あ
る
が
畝
対
象
均
額
の
田
租
H
田
税
が
あ
る
。
）
ま
た
、
私
田
三
十
歓
を
所
有
し
て
い
た
と
し
た
際
、

一
畝
の
収
入
の
な
か
か
ら
米
三
斗
五
升
の
税
を
納
め
る
計
算
に
な
る
。
（
そ
の
ほ
か
に
畝
対
象
の
田
租
H
国
税
が
あ
る
。
）

一
畝
の
収
入
の
な
か
か
ら
米
五
斗
余
を
納
め
る
計
算
に

こ
う
し
た
も
の
で
あ

る
だ
け
に
、
け
の
租
調
は
全
体
と
し
て
重
税
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
穀
を
量
る
ま
す
め
に
つ
い
て
い
え
ば
、
晋
の
一
一
時
は
麿
の
三
斗
三
升
余
に
相
当
る
よ
う
で
あ
る
。

回
、
晋
故
事
に
見
え
る
五
等
の
制

晋
害
地
理
志
上
に
、

晋
文
帝
為
晋
玉
、
命
義
秀
等
、
建
立
五
等
之
制
ω

惟
安
平
郡
公
字
邑
高
一
戸
。
制
度
如
魂
諸
王
。
其
余
、
県
公
邑
千
八
百
戸
。
地
方
七
十
五
旦
、

大
国
侯
邑
千
六
百
戸
。
地
方
七
十
里
。
次
国
侯
口
巴
千
四
百
戸
。
地
方
六
十
五
旦

Q

大
国
伯
邑
千
二
百
戸
、
地
方
六
十
里
。
次
国
伯
邑
千
戸
。

地
方
五
十
五
里
。
大
国
子
邑
八
百
戸
。
地
方
五
十
塁
。
次
因
子
邑
六
百
戸
。
地
方
四
十
五
塁
。
男
邑
四
百
戸
。
地
方
四
十
星
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
説
末
、
威
照
元
年
（
西
紀
二
六
四
年
）
の
こ
と
で
あ
る
ω

も
っ
と
も
、
こ
こ
に
は
男
爵
の
国
に
つ
い
て
大
国
男
、
次
国
男
の

行
南
朝
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て
（
越
智
〉

)L 



晋
南
朝
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て

（
越
智
〉

六。

区
別
が
見
え
な
い
が
、
太
平
柳
覧
巻
一
一
白
九
十
九
封
建
部
二
男
封
に
、
現
志
を
引
い
て
、

〈
四
十
？
）

威
剛
山
元
年
、
相
国
晋
王
奏
建
五
等
。
男
地
方
三
十
五
星
。
邑
四
百
戸
。
相
一
人
＠
典
洞
長
、
典
蓄
丞
各
一
人
。
安
二
人
ω

車
前
司
馬
二
人
。

（
三
？
）

旅
責
十
二
人
。
又
次
国
男
、
方
二
十
五
旦

Q

品
二
百
戸
ω

、
と
あ
る
の
か
ら
み
て
、
男
爵
の
場
合
に
も
こ
つ
の
区
別
の
あ
っ
た
の
が
わ
か
る
。
ま
た
、
晋
書
巻
三
十
九
王
沈
伝
に
は
、

五
等
初
建
、
封
博
陵
侯
。
班
在
次
因
。

と
あ
っ
て
、
右
の
次
国
侯
の
実
例
が
見
え
る
。

藤
家
氏
は
こ
こ
に
見
え
る
五
等
諸
侯
を
も
っ
て
晋
故
事
の
諸
侯
と
さ
れ
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
論
を
進
め
て
お
ら
れ
勾
Q

筆
者
が
い
ま
ま
で

と
っ
て
き
た
追
求
方
法
に
よ
る
限
り
、
晋
故
事
に
見
え
る
諸
侯
が
こ
こ
に
見
え
る
諸
侯
と
一
致
す
る

い
う
こ
と
は
、
本
稿
の
主
題
と
す
る
耳
目
南
朝
の
税
制
の
解
明
と
直
接
関
係
は
な
い
が
、

問
題
と
し
て
重
要
な
の
で
、
本
節
で
そ
れ
を
検
討
し
て
お
く
。

晋
の
税
制

関 3ょ
する
やし、

記は
事そ
宇れ
官を

己主
音）

故か
事ど
白う
体か
のと

晋
書
地
理
志
に
は
、
右
に
続
い
て
、

武
帝
泰
始
元
年
、
封
諸
王
、
以
郡
為
国
ω

邑
二
万
戸
為
大
国
ω

置
上
中
下
三
軍
兵
五
千
人
ω

邑
万
戸
為
次
国

Q

置
上
軍
下
軍
兵
三
千
人
。
五

千
戸
為
小
国
。
置
一
軍
兵
千
五
百
人
。
王
不
之
因
。
官
於
京
師
。
龍
五
等
之
制
。
公
侯
色
万
戸
以
上
為
大
園
、

五
千
戸
以
上
為
次
園
、
不
満

五
千
戸
為
小
因
。

と
あ
る

Q

こ
こ
に
「
罷
五
等
之
制
」
と
あ
る
が
、
公
侯
の
邑
万
戸
以
上
を
大
国
と
な
し
、
五
千
戸
以
上
を
次
固
と
な
し
、

五
千
戸
未
満
を
小
国

と
な
す
と
あ
る
の
が
、
さ
き
に
あ
げ
た
雑
末
・
威
照
元
年
に
設
け
ら
れ
た
五
等
の
制
の
う
ち
の
公
侯
の
制
と
違
う
こ
と
に
注
目
す
る
と
、
そ
の

「
五
等
之
制
」
が
さ
き
に
あ
げ
た
威
隈
元
年
の
五
等
の
制
で
あ
る
の
が
自
ら
明
か
と
な
ろ
う
。
（
以
下
、
威
隈
元
年
に
設
け
ら
れ
た
五
等
の
制

を
旧
五
等
の
制
と
い
い
、
泰
始
元
年
に
設
け
ら
れ
た
五
等
の
制
を
新
五
等
の
制
と
い
う
。
）

き
て
、
右
で
は
旧
五
等
の
制
か
ら
新
五
等
の
制
へ
の
改
変
が
行
な
わ
れ
た
の
が
泰
始
元
年
と
い
う
年
で
あ
る
と
と
だ
け
し
か
わ
か
ら
な
い
。



し
か
し
こ
れ
は
泰
始
元
年
十
二
月
の
西
晋
建
国
に
あ
た
っ
て
の
施
策
の
一
つ
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
武
帝
は
泰
始
元
年

十
二
月
丙
寅
即
位
し
て
西
晋
を
た
て
た
が
、
そ
の
翌
日
丁
卯
に
一
族
（
で
旧
五
等
の
制
に
よ
っ
て
公
、
侯
な
ど
と
な
っ
た
も
の
な
ど
）
を
数
多

く
郡
王
に
封
じ
た
。
同
時
に
諸
功
臣
の
爵
を
進
め
て
郡
公
以
下
と
し
た

Q

晋
書
巻
三
武
帝
紀
泰
始
元
年
十
二
月
丁
卯
の
条
に
、

封
皇
叔
父
（
長
楽
公
？
）
学
為
安
平
（
郡
）
王
、
皇
叔
父
（
定
陶
伯
）
幹
為
平
原
（
郡
）
王
、
（
祁
陽
伯
）
亮
為
扶
風

（
郡
）
玉
、
（
雨
皮
伯
）

仙
為
東
山
泊
（
郡
）
王
。
・
：
以
邸
騎
将
軍
（
来
光
侯
）
石
直
為
大
司
馬
、
封
楽
陵
（
郡
）
公
、
車
騎
将
軍
（
郊
侯
）
陳
務
為
高
平
（
郡
）
公
、

衛
将
軍
（
臨
頴
侯
）
買
充
為
車
騎
将
軍
魯
（
郡
）
公
。
：
・
其
余
増
封
進
爵
、
各
有
差
。

と
あ
る
の
は
そ
れ
を
物
知
っ
て
い
る
。

「
罷
五
等
之
制
」

と
あ
る
の
は
こ
の
際
の
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

い
ま
、
太
平
御
覧
巡
．
円
九
十
九
封
建
部
二
公
封
を
見
る
と
、

説
成
附
川
元
年
、
相
国
晋
王
奏
建
五
等
。
諸
公
地
方
七
十
五
旦
ω

邑
一
千
八
百
戸
。
置
相
－
人
、
典
岡
、
典
書
、
典
街
、
典
礼
各
一
人
。
妾
六

人
、
車
前
司
馬
十
人
。
旅
武
四
十
人
む

と
あ
る
レ
ま
た
、
太
平
御
覧
同
部
侯
封
に
、
説
志
を
引
い
て
、

又
、
成
限
元
年
、
晋
王
奏
建
五
等
諸
侯
ω

地
方
七
十
旦

Q

邑
千
六
百
戸
ρ

官
属
間
諸
公
ω

妾
五
人
。
取
前
司
馬
八
人
。
旅
百
三
十
六
人
ω

と
あ
り
、
太
平
御
覧
間
部
伯
封
に
、
説
志
を
引
い
て
、

ママ

成
阿
川
元
年
、
春
、
晋
王
奏
建
五
等
。
作
地
方
六
十
里
。
邑
千
二
百
戸
。
妾
四
人
。
車
前
司
馬
八
人
。
旅
武
二
十
八
人
。

と
あ
り
、
太
平
御
覧
岡
部
子
封
に
、
貌
志
を
引
い
て
、

戚
剛
山
元
年
、
相
国
晋
王
奏
五
等
。
諸
子
地
方
五
十
里
。
邑
八
百
戸
。
相
一
人
、
典
洞
令
、
典
番
丞
、
典
術
丞
各
一
人
。
妾
三
人
。
市
前
司
馬

四
人
ω

旅
立
二
十
人
。

と
あ
り
、
太
平
御
覧
岡
部
男
封
に
、
前
引
の
よ
う
に
、

戚
照
元
年
、
相
国
晋
王
奏
建
五
等
。
男
地
方
三
十
五
旦
ω

邑
凶
百
戸
。
相
一
人
、
典
嗣
長
、
典
書
丞
各
一
人
。
妾
二
人
ω

車
前
司
馬
二
人
。

山
南
側
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て
（
越
刊
）

...I.. 
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M
H
南
朝
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て
（
越
智
）

ノ＼

旅
賞
十
二
人
。
又
次
国
男
、
方
二
十
五
塁
。
邑
二
百
戸
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
旧
五
等
の
制
に
お
い
て
諸
侯
の
園
の
官
属
に
明
確
な
定
制
の
あ
っ
た
の
を
示
し
て
い
る
e

も
っ
と
も
封
建
部
に
は
次
国
侠
、

次
国
伯
、
次
国
子
の
国
の
官
属
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
（
次
国
男
の
国
の
場
合
と
同
様
）
そ
の
官
属
に
明
確
な

定
制
が
あ
っ
た
と
し
て
誤
り
あ
る
ま
い
。
一
方
、
第
一
節
で
引
用
し
た
通
典
歴
代
王
侯
封
爵
及
び
宋
蓄
百
官
志
の
記
事
に
よ
る
と
、
西
普
で
は
公

侯
以
下
の
閣
の
官
属
は
国
の
大
小
に
従
っ
て
定
制
が
な
か
っ
た
と
あ
る
。
そ
う
す
る
と
旧
五
等
の
制
は
西
晋
で
は
始
め
か
ら
存
在
し
て
い
な
い

こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
こ
と
も
亦
旧
五
等
の
制
か
ら
新
五
等
の
制
へ
の
変
化
に
関
す
る
さ
き
の
見
解
を
さ
さ
え
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
目
。

な
お
、
第
一
節
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
王
沈
は
酉
晋
建
国
時
県
公
邑
千
八
百
戸
と
さ
れ
、
荷
類
、
何
曽
も
亦
と
も
に
県
公
邑
千
八
百
戸
と
さ
れ
て

い
る
（
晋
室
田
巻
三
十
九
荷
韻
伝
及
び
晋
書
巻
三
十
三
何
曽
伝
）

Q

こ
れ
ら
は
一
見
威
隈
元
年
の
制
の
う
ち
の
封
戸
数
が
西
晋
建
国
時
に
も
継
承
さ

一
方
、
第
一
節
で
兄
た
よ
う
に
、
武
帝
の
即
位
時
羊
引
は
郡
公
邑
二
千
戸
に
封
ぜ
ら
れ
ん
と
し

れ
た
の
を
示
す
か
の
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
、

て
い
る
。
ま
た
、
晋
哲
治
三
十
五
袈
秀
伝
に
、

親
戚
照
初
、
萱
草
憲
司
。
：
・
而
秀
改
官
制
。
秀
議
五
等
之
爵
、
白
騎
督
巴
上
六
百
余
人
、
皆
封
。
於
是
、
封
秀
済
川
俣
地
方
六
十
里
。
邑
千

四
百
戸
。
以
高
究
県
済
川
嘘
為
侯
国
。
：
・
及
（
武
帝
）
受
禅
、
加
左
光
禄
大
夫
、
封
鉦
属
郡
公
。
邑
三
千
戸
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
邑
千
八
百
戸
の
公
で
は
な
い
。
要
す
る
に
五
千
戸
以
下
の
郡
県
公
は
す
べ
て
小
国
と
し
て
理
解
す
ベ
く
、
乙
の
際

邑
千
八
百
戸
と
い
う
数
字
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
右
の
泰
始
元
年
の
封
王
の
制
を
記
し
た
な
か
に
「
王
不
之
悶
。
官
於
京
師
。
」
と
あ
る
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
晋
書
巻
二
十
一

礼
志
下
に
、

及
泰
始
中
、
有
司
奏
、
諸
侠
之
因
。
主
（
王
公
以
下
入
朝
者
、
四
方
各
為
二
番
。
三
歳
而
周
。
周
則
更
始
。
・
：
不
朝
之
歳
、
各
遺
卿
奉
聴
e

奏
可
e

と
あ
る
が
、
晋
書
巻
三
十
じ
太
原
成
王
輔
伝
に
、
輔
に
つ
い
て
、

武
帝
受
禅
ω

封
南
海
王
ω

品
五
千
三
百
七
十
九
戸
。
泰
始
二
午
、
之
同
心



と
あ
り
、
軍
白
書
巻
三
十
七
下
祁
献
王
晃
伝
に
、
晃
に
つ
い
て
、

武
帝
受
禅
。
封
下
知
王
。
邑
五
千
二
日
七
十
六
戸
。
泰
始
ニ
午
、
就
同
心

と
あ
り
、
晋
書
巻
三
十
七
太
原
烈
王
壊
伝
に
、
壊
に
つ
い
て
、

武
帝
受
禅
。
封
太
原
王
。
邑
五
千
四
百
九
十
六
戸
。
泰
始
二
年
、
就
国
υ

四
午
、
入
朝
。

と
あ
り
、
晋
書
巻
三
十
七
任
城
景
王
陵
伝
に
、
陵
に
つ
い
て
、

泰
始
元
年
、
封
北
海
王
。
邑
四
千
七
百
戸
。
三
年
、
転
封
任
域
玉
。
之
国
ω

と
あ
る
。
こ
れ
か
ら
、
泰
始
二
年
の
封
玉
の
制
は
、
は
や
く
も
泰
始
二
年
に
部
分
的
に
改
変
さ
れ
、
封
王
が
封
国
に
行
く
よ
う
に
な
っ
た
の
が

知
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
で
北
堂
書
砂
巻
じ
十
一
設
官
部
一
一
十
三
諸
王
国
三
軍
一
吉

E
十
八
に
、

（泰）

晋
起
居
注
、
太
始
二
年
、
詔
日
、
大
圏
三
軍
、
領
兵
五
千
人
。
次
国
二
軍
、
兵
三
千
人
。
小
国
一
軍
、
兵
二
千
人
。
（
下
略
）

と
あ
る
。
こ
の
小
国
の
軍
兵
二
千
人
と
い
う
数
字
は
さ
き
の
一
千
五
百
人
と
い
う
数
字
と
相
違
す
る
。
蓋
し
こ
の
詔
は
、
泰
始
二
年
に
封
王
が

封
王
に
之
く
よ
う
に
な
っ
た
と
き
出
さ
れ
た
も
の
（
あ
る
い
は
泰
始
二
年
の
封
王
の
制
の
部
分
的
改
変
の
一
環
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
）
で
、

新
ら
し
い
封
王
の
制
に
お
い
て
大
国
・
次
国
の
軍
兵
数
は
も
と
通
り
と
す
る
が
、

た
だ
小
国
の
軍
兵
数
だ
け
を
改
め
る
と
い
う
の
を
示
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
旧
五
等
の
制
は
ま
さ
に
鵠
末
の
制
度
で
あ
っ
て
、
音
故
事
の
記
載
の
対
象
と
な
る
べ
き
晋
の
制
度
で
は
な
い
の

が
明
か
と
な
ろ
う
。

玉
、
梁
時
代
の
禄
秩
と
貨
幣
問
題

本
節
は
、
梁
時
代
の
禄
牧
を
、
貨
幣
問
題
と
の
関
連
性
を
問
題
と
し
つ
つ
、
と
り
あ
げ
る
。
情
書
食
貨
志
に
、

州
郡
県
禄
米
絹
布
紙
綿
、
当
処
輸
ム
口
伝
倉
庫
。
若
給
刺
史
守
令
等
、
先
准
其
所
部
人
物
多
少
、
由
軟
裁
ω

凡
如
此
ゃ
禄
秩
、
既
適
所
部
兵
士
、

m
円
南
朝
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て
（
魁
F

叫）

ノ、
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日
南
朝
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て
（
越
智
〉

子
、
日
4
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給
之
ω

共
家
所
得
蓋
少

U

と
あ
る
む
そ
こ
に
見
え
る
「
州
都
県
禄
米
絹
布
綿
綿
」
は
「
州
郡
県
の
禄
米
、
禄
絹
、
禄
布
、
禄
紙
、
禄
綿
」
の
意
味
で
、
地
方
官
の
禄
秩
と

し
て
恐
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
地
方
長
官
に
兵
士
ま
で
の
給
与
を
総
計
し
た
も
の
を
支
給
す
る
と
い
う
形
は
梁
の
天
監
七
年
（
西
紀
五

O
八

年
）
の
官
制
改
革
以
後
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
向
。
第
三
節
で
引
用
し
た
府
警
食
貨
志
村
の
禄
の
内
容
と
比
較
し
た
際
、
禄
布
、
禄
統
が
多
い
が
、

両
記
事
は
同
じ
徴
税
体
系
の
時
期
の
も
の
と
す
手
へ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
陳
時
代
の
禄
秩
た
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
隙
書
巻
五
宜
帝
紀
太
建
三
年
（
西
紀
五
七
一
年
）
三
月
の
条
に
、

白
天
康
元
年
（
西
紀
五
六
六
年
）
、
誌
太
建
一
元
年
（
西
紀
五
六
九
年
）
、
連
余
軍
糧
禄
秩
蔓
調
未
入
者
、
悉
原
之
。

、
と
あ
り
、
問
太
建
九
年
（
西
紀
五
七
七
年
）
五
月
の
条
に
、

景
子
、
組
日
、
：
・
可
下
：
・
六
年
七
年
連
租
回
米
英
夏
調
絹
絹
綿
布
麦
畑
一
ザ
：
皆
芯
原
b
之。

と
あ
る
ω

ま
た
、
同
太
建
十
二
年
（
西
紀
五
八
O
年
）
十
一
月
の
条
に
、

己
丑
、
詔
日
、
・
：
其
丹
陽
晋
陵
建
興
義
興
東
海
信
義
陳
留
江
陵
等
十
郡
井
謝
署
、
即
年
国
税
禄
秩
、
投
各
原
半
。
其
丁
租
、
半
申
至
釆
蔵
秋
登
c

と
あ
る
ω

第
一
の
記
事
か
ら
禄
秩
と
夏
調
と
が
別
の
も
の
で
あ
る
の
が
知
ら
れ
、
第
二
の
記
事
か
ら
夏
調
の
内
容
が
知
ら
れ
、
第
三
の
記
事
か

ら
禄
秩
と
丁
租
と
が
別
の
も
の
で
あ
る
の
が
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
陪
書
食
貨
志
付
と
木
節
の
最
初
に
と
り
ゆ
め
げ
た
陪
書
食
貨
志
の
記
事
と

の
対
比
か
ら
、
梁
の
天
監
の
改
事
以
後
、
丁
対
象
の
租
と
丁
対
象
の
調
と
し
て
の
絹
、
布
、
称
、
綿
が
あ
っ
た
の
が
わ
か
る
。
陳
に
入
っ
て
か

ら
も
了
租
が
あ
る
の
は
右
に
見
た
通
り
で
あ
る
。

問
租
1
問
税
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
J

（
ま
た
、
梁
陳
時
代
を
通
じ
て
、
第
三
の
記
事
に
そ
の
一
端
が
窺
わ
れ
る
が
、
）
畝
対
象
の

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
絹
、
布
、
紙
、
綿
な
ど
か
ら
な
る
陳
の
夏
調
は

（
戸
対
象
の
調

で
は
な
く
）
丁
対
象
の
調
で
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
よ
う
。
さ
て
、
梁
時
代
の
禄
秩
は
丁
祖
の
一
一
部
と
丁
調
の
一
部
と
か
ら
な
る
が
、
隙
時

代
の
禄
秩
は
、
右
の
第
一
二
の
記
事
か
ら
見
る
限
り
で
は
了
租
を
含
ま
な
い

G

し
か
し
、
情
書
食
貨
志
け
に
前
引
の
よ
う
に
、
「
其
課
、
下
男
：
・

と
あ
る
の
か
｝
あ
わ
せ
考
え
た
際
、
こ
の
丁
租
は
狭
義
の
も
の
で
、
他
に
広
義
の
丁
租
と
し
て

租
、
米
五
石

Q

禄
米
二
折
。
丁
女
、

並
半
之
。
」



（
丁
対
象
の
）
禄
米
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
を
想
定
し
て
殆
ん
ど
誤
り
な
か
ろ
う
。

な
お
、
情
蓄
食
貨
志
の
両
記
事
に
見
え
る
（
丁
）
調
は
と
も
に
（
麻
）
布
、
（
布
）
絹
、
綿
、
綿
の
四
種
類
で
あ
る
。
梁
の
大
同
四
年
（
西
紀
五

【
回
ス
補
汁
“
2

〉

一
二
八
年
）
に
は
（
丁
）
調
は
い
ま
だ
絹
、
綿
な
ど
の
三
種
類
つ
ニ
調
）
で
あ
っ
た
か
ら
、
右
は
そ
れ
以
後
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

論
を
進
め
よ
う
。
梁
時
代
は
天
監
の
改
革
以
後
百
官
の
給
与
に
す
べ
て
鉄
銭
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
梁
書
巻
一
二
武
帝

紀
下
普
通
四
年
（
西
紀
五
二
三
年
）
十
二
月
の
条
に
、

戊
午
、
始
鋳
鉄
銭
。

と
あ
り
、
情
書
食
貨
志
に
、

豆
普
通
（
西
紀
五
ニ

O
年
｜
五
二
六
年
）
中
、
乃
議
尽
罷
銅
銭
、
更
鋳
鉄
銭
。

と
あ
る
。
こ
の
ニ
記
事
か
ら
普
通
年
間
に
公
式
の
銭
が
鉄
銭
だ
け
に
な
っ
た
の
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
で
、
梁
書
巻
三
武
帝
記
下
大
通
元
年
（
商

紀
五
二
七
年
）
正
月
の
条
に
、

詔
日
、
・
：
百
官
俸
禄
、
本
有
定
数
。
前
代
以
来
、
皆
多
評
准
。
頃
者
因
街
、
未
連
改
革
。
自
今
己
後
、
可
長
給
現
銭
。
依
時
即
出
、
勿
趨
緩
。

（
下
略
）

と
あ
る
。
か
く
て
大
通
元
年
以
後
百
官
の
給
与
が
す
べ
て
鉄
銭
を
以
て
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
わ
か
る
。

さ
て
、
陪
書
食
貨
志
に
、

大
抵
自
侯
景
之
乱
（
西
紀
五
四
八
年
始
ま
る
）
、
国
用
常
制
。
京
官
文
武
、
月
別
喰
得
票
食
。
多
遥
帯
一
一
都
県
官
、
而
取
其
禄
秩
駕
。

と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
侯
景
の
乱
以
後
（
梁
滅
亡
時
ま
で
）
京
官
と
地
方
官
と
で
給
与
の
支
給
の
体
系
な
り
給
与
の
支
給
方
法
な
り
が
違
っ
て

い
た
こ
と
、
と
地
方
官
の
場
合
禄
秩
が
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
問
題
は
こ
の
際
の
禄
秩
の
性
格
で
あ
る
が
、
大
通
よ
り

あ
と
に
あ
っ
て
も
、
前
述
し
た
と
こ
ろ
に
明
か
な
よ
う
に
、

禄
米
、
禄
絹
な
ど
が
州
郡
県
の
畏
官
な
ど
に
禄
秩
と
し
て
支
給

さ
れ
、
か
っ
そ
の
禄
秩
の
な
か
に
、
そ
の
部
下
た
る
諸
官
人
（
、
兵
士
）
の
給
与
が
含
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
を
考
え
る
と
、
右
の
禄
秩
は

（
現
物
で
あ
る
）

抗
日
南
側
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て

（
越
智
）

六
五



叫
円
南
朝
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て
（
越
’
日
）

ムハムハ

租
、
調
の
一
部
の

（
現
物
で
あ
る
）
米
、
絹
な
ど
が
あ
て
ら
れ
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
百
官
の
給
与
に
す
べ
て
扶

銭
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
さ
き
の
事
実
と
矛
盾
す
る
か
の
如
く
で
あ
る

G

宋
書
巻
五
文
帝
紀
元
嘉
二
十
七
年
（
西
紀
四
五

O
年
）
の
条
に
、

（
二
月
、
）
以
軍
興
、
減
百
官
俸
三
分
之
一
。
三
月
、
乙
丑
、
准
南
太
守
詩
葛
問
、
求
減
俸
禄
、
同
内
百
官
。
於
是
、
州
及
郡
県
丞
尉
、
投
悉
同
滅
。

い
ま
そ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

と
あ
り
、
宋
書
巻
六
孝
武
紀
大
明
二
年
（
西
紀
四
五
八
年
）
正
月
の
条
に
、

丙
辰
、
復
郡
県
田
秩
弁
九
親
禄
俸
。

と
あ
り
、
同
四
年
（
西
紀
四
六

O
年
）
十
月
の
条
に
、

壬
辰
、
制
、
郡
県
減
禄
、
並
先
充
公
限
。

と
あ
り
、
同
六
年
（
西
紀
四
六
二
年
）
二
月
の
条
に
、

乙
卯
、
復
百
官
禄
。

と
あ
る
。
（
こ
こ
で
は
天
子
の
九
親
の
こ
と
は
論
外
と
す
る
。
）
さ
て
、
天
監
の
改
革
以
前
地
方
要
官
の
俸
禄
は
回
秩
に
は
限
ら
れ
な
い
。
例
え

ば
、
梁
書
巻
五
十
七
何
遠
伝
に
、
何
速
が
始
興
内
史
に
な
っ
・
た
と
き
、
田
秩
と
俸
銭
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
、
南
史
巻
五
十
七
百
雲
伝
に
、

か
つ
て
零
陵
の
内
史
が
公
田
の
奉
米
（
回
秩
）
の
ほ
か
に
雑
調
四
千
石
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

第
二
記
事
は
「
郡
県
丞
尉
（
郡
の
官
吏
で
田
秩
を
も
つ
も
の
と
、
県
の
官
吏
で
回
秩
を
も
つ
も
の
ー
そ
の
下
限
は
丞
・
尉
ー
と
）
」

の
田
秩
だ

け
を
復
す
る
こ
と
を
示
し
、
第
三
記
事
は
「
郡
県
丞
尉
」
の
そ
れ
以
外
の
俸
禄
を
旧
に
復
す
る
こ
と

（
こ
れ
は
同
時
に
す
べ
て
の
俸
禄
を
旧
に

復
す
る
こ
と
で
も
あ
る
）
を
示
し
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
ろ
え
ノ
。
（
「
州
」
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
郡
県
丞
尉
」

過
あ
る
ま
い
。
）
何
れ
に
し
て
も
右
の
諸
記
事
か
ら
、
南
朝
で
百
官
と
い
え
ば
内
外
百
官
の
う
ち
の
内
百
官
だ
け
を
意
味
す
る
場
合
の
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
百
官
の
給
与
が
す
べ
て
鉄
銭
を
以
て
支
給
さ
れ
た
と
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
地
方
官
に
及
ば
ず
、
地

方
官
が
禄
秩
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
十
分
想
定
で
き
よ
う
。

に
準
じ
た
と
し
て
大



こ
こ
で
、
前
引
の
陪
書
食
貨
志
に
見
え
る
よ
う
な
、
侯
景
の
乱
以
後
の
京
官
（
内
百
官
）

の
給
与
の
実
態
が
ど
う
し
て
生
じ
た
か
を
推
測
し

て
み
よ
う
。
そ
れ
に
は
梁
時
代
の
銭
貨
流
通
の
実
情
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
情
書
食
貨
志
に
、

同
至
普
通
中
、
乃
議
尽
罷
銅
銭
、
更
鋳
鉄
銭
。
同
人
以
鉄
蹄
易
得
、
並
皆
私
鋳
。
及
大
同
己
後
、
所
在
鉄
銭
遂
如
丘
山
、
物
価
騰
賞
。
交
易

者
、
以
車
載
銭
。
不
復
計
数
。
而
唯
論
賞
。
商
旅
姦
詐
、
因
之
、
以
求
利
ω

例
破
嶺
以
来
、
八
十
為
首
、
名
目
来
銭
。
江
部
己
上
、
七
十
為

（
西
紀
五
四
六
年
）
、
天
子
乃
詔
、
用
足
附
。
詔
下
、
而
人
不
従
ω

銭
附

百
、
名
目
西
銭
。
京
師
以
九
十
為
百
、
名
目
長
銭
。
中
大
同
元
年

並
少
。
至
子
末
年
、
遂
以
三
十
五
為
百
云
。

と
あ
り
、
続
い
て
、

隙
初
、
承
梁
喪
乱
之
後
、
鉄
銭
不
行
ω

刷
始
梁
末
有
両
柱
銭
及
川
制
限
銭
ω

子
時
人
雑
用
。
其
似
問
。
但
両
柱
重
而
制
限
軽

Q

私
家
多
錯
銭
、

間
以
錫
鉄
。
兼
以
．
孫
自
為
貨
。

と
あ
る
。
ま
た
、
南
史
巻
八
梁
本
紀
下
に
、

同
初
武
帝
末
年
、
都
下
用
銭
、
毎
百
皆
除
其
九
、
謂
九
伯
。
寛
市
有
侯
景
之
乱
。
川
乃
江
陵
将
覆
、
毎
百
復
除
六
文
、
称
為
六
倍
。
同
識
者

以
為
、
九
者
陽
九
、
六
者
百
六
。
謹
符
歴
数
、
非
人
事
也

Q

（
附
と
伺
と
は
相
通
ず
る
。
）

と
あ
る
。
同
に
つ
い
て
は
さ
き
に
ふ
れ
た
。
川
の
鉄
銭
を
用
い
て
の
交
易
の
実
情
は
、
私
鋳
銭
に
つ
い
て
の
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で

な
け
れ
ば
同
と
話
が
統
か
な
い
。
同
の
「
八
十
為
百
」
と
あ
る
の
は
、
具
体
的
に
い
え
ば
八
十
銭
相
当
の
品
物
を
百
銭
の
価
値
が
あ
る
と
し
て

（
山
貝
う
）
。
買
っ
た
方
（
売
っ
た
方
）
は
そ
れ
を
古
銭
と
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
か
つ
て
八
十
銭
の
価
値
し
か
な
か
っ
た
品
物
が
百
銭

売
る

の
価
値
を
も
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
裏
か
ら
い
え
ば
そ
れ
だ
け
銭
の
購
買
力
が
減
少
す
る
わ
け
で
あ
る
。
他
の
「
七
十
為
百
」
、
「
以

三
十
五
為
百
」
と
あ
る
の
も
こ
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
同
と
州
、
川
、
同
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
同
の
長
銭
は
同
の
九
伯
と
事

実
上
同
一
内
容
の
も
の
と
考
え
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。
川
に
い
う
江
陵
の
覆
滅
は
（
武
帝
の
と
き
の
こ
と
で
は
な
く
て
）
元
帝
の
と
き
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
こ
に
み
え
る
六
伯
は
同
の
「
銭
附
益
少
。
至
子
末
年
、
遂
以
三
十
五
為
百
云
。
」
と
あ
る
の
と
一
致
し
な
い
。
北
史
挑
僧
垣
伝
に
、

皿
門
前
納
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て

（
越
智
）

一、、」
J
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尚
南
朝
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て
（
越
判
）

六
八

挑
僧
垣
、
字
法
衛
。
呉
興
武
康
人
。
・
：
梁
元
帝
平
侯
景
。
召
僧
垣
。
赴
刑
州
。
改
授
晋
由
民
王
府
諮
議
。
・
：
時
初
鋳
銭
。

寅
。
実
百
万
也
。

一
当
十
。
乃
賜
十
万

と
あ
る
が
、
こ
の
六
伺
は
蓋
し
こ
の
新
鋳
銭
に
つ
い
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
同
の
右
の
記
事
は

い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
同
と
川
と
を
並
記
す
る
の
は
、
内
容
的
に
い
さ
さ
か
連
続
性
を
か
く
嫌
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し

（
終
始
建
康
に
都
し
た
）
武
帝
に
つ
い
て

か
し
、
そ
れ
が
も
と
も
と
凶
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
主
眼
を
お
い
た
記
述
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
別
に
異
と
す
る
に
は
足
り
ぬ
で
あ

ろ
う
。な

お
、
元
帝
の
と
き
の
新
鋳
銭
が
銅
銭
で
あ
っ
た
か
そ
れ
と
も
鉄
銭
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
同
に
見
え
る
梁
末
の
両
柱
銭
と
仙
制
限

銭
と
は
そ
の
記
事
の
内
容
か
ら
鉄
銭
で
な
く
銅
銭
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

い
ま
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
梁
時
代
、
大
通
元
年
以
後
京
官
（
す
な
わ
ち
内
百
官
）

の
給
与
は
す
べ
て
銭
貨
を
も
っ
て
支
給
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
が
、
侯
景
の
乱
の
こ
ろ
に
は
恐
ら
く
イ
ジ
フ
レ

l
シ
ョ
ン
が
進
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
て
再
び
現
物
（
殺
物
等
〉
給
与
に
帰
っ
て
お
り
、

往
々
郡
県
官
を
は
る
か
に
兼
ね
て
そ
の
禄
秩
を
え
て
い
た

Q

一
方
、
地
方
宮
の
方
は
引
統
き
禄
秩
を
支
給
さ
れ
て
い
た
。
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う

六
、
均
政
役
を
め
ぐ
っ
て

説
志
巻
四
陳
留
王
紀
戚
郎
元
年
（
西
紀
二
六
四
年
）
の
条
に
、

是
哉
、
罷
屯
田
官
。
以
均
政
役
。
諸
典
農
皆
為
太
守
、
都
尉
皆
為
令
長
。

と
あ
り
、
晋
書
巻
一
一
一
武
帝
紀
泰
始
二
年
（
西
紀
二
六
六
年
）
十
二
月
の
条
に
、

罷
農
官
、
為
郡
県
。

と
あ
る
。
前
者
は
典
農
部
系
統
官
廃
止
を
う
ち
だ
し
た
年
で
あ
り
、
後
者
は
そ
の
完
成
を
見
た
年
で
あ
ろ
旬
。
何
れ
に
し
て
も
こ
れ
が
亜
日
の
司



馬
民
の
意
図
に
基
く
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
こ
の
「
以
均
政
役
」
と
あ
る
の
を
い
ま
ま
で
考
察
し
た
と
こ
ろ
と
関
連
，
つ
け
て
考
え
て
み
よ
う
。

政
役
の
語
に
は
、
税
役
と
い
う
意
味
も
、
後
役
と
い
う
意
味
も
、
兵
役
と
い
う
意
味
も
あ
訪
。
「
以
均
政
役
」
と
あ
る
の
は
、
典
農
部
官
廃

止
に
あ
た
っ
て
典
農
部
民
H

典
良
部
屯
田
民
を
も
と
に
比
較
し
た
際
ど
う
処
通
し
よ
う
と
し
た
か
を
直
接
的
に
物
語
る
唯
一
の
史
料
で
あ
る

Q

と
こ
ろ
で
、
か
つ
て
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
典
農
官
鹿
止
後
も
旧
典
農
部
民
は
一
般
編
戸
の
民
（
一
般
郡
県
民
）
と
は
一
戸
籍
上
別
扱
い
に
な

っ
て
お
り
、
こ
れ
が
郡
県
民
に
編
入
さ
れ
た
の
は
太
康
元
年
（
西
紀
二
八

O
年
）
の
天
下
統
一
後
（
そ
の
翌
々
年
ま
で
の
聞
に
お
い
て
）
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
何
れ
に
し
て
も
「
以
均
政
役
」
の
「
均
」
が
一
般
郡
県
民
を
頭
に
お
い
て
、
そ
の
負
担
ハ
の
総
額
〉
を
一
般
郡
県

民
の
負
担
（
の
総
額
）
と
な
る
だ
け
均
等
に
し
よ
う
と
す
る
の
を
意
味
し
て
い
る
の
に
間
違
い
は
な
か
ろ
う
。

い
ま
、
ま
ず
そ
の
政
役
を
兵
役
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
典
農
部
民
は
も
と
も
と
屯
田
耕
作
を
主
た
る
職
分
と
は
す
る
も
の
の
広
義
の
兵
と

し
て
の
一
一
聞
を
も
っ
て
い
た
ω

雄
志
巻
九
曹
爽
伝
の
注
に
引
く
説
略
に
、
大
司
他
国
桓
範
が
、
変
乱
に
あ
た
り
皆
爽
の
弟
中
領
軍
曹
誌
に
対
し
、

卿
別
管
近
在
附
南
ω

治
陽
典
農
治
在
城
外
ω

呼
召
如
意

Q

今
詣
許
昌
、
不
過
中
宿
ω

許
日
白
別
庫
、
足
被
仮
ω

所
憂
当
在
穀
食
。
而
大
司
農
印

章
在
我
身
。

と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
大
司
農
の
も
と
に
あ
る
典
農
部
民
が
軍
兵
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
の
を
物
語
っ
て
い
る
。

つ
性
格
の
な
か
で
、
そ
の
軍
兵
的
性
格
は
ご
く
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
た
ω

こ
れ
に
つ
い
て
は
の
ち
に
ふ
れ
る
。
）
と
こ
ろ
で
、
（
そ
の
中
期
末
の

動
乱
以
前
の
）
西
誕
百
の
兵
役
は
主
と
し
て
（
狭
義
の
）
兵
戸
の
兵
が
こ
れ
を
負
担
し
、

（
た
だ
し
、

彼
ら
の
も

一
般
郡
県
民
が
軍
兵
と
し
て
徴
発
さ
れ
る
こ
と
は
ご
く

少
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る

G

そ
れ
だ
け
に
そ
の
政
役
を
兵
役
と
解
す
る
こ
と
は
い
さ
さ
か
無
理
で
あ
ろ
う

Q

つ
ぎ
に
政
役
を
税
役
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
ま
、
ず
仲
間
役
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
現
時
代
一
般
郡
県
民
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
焔
役
の
対
朱

と
さ
れ
て
い
る
が
、
周
知
の
通
り
、

い
く
つ
も
の
史
料
が
、
彼
ら
が
役
を
忌
ん
で
逃
亡
し
た
と
か
、
役
に
苦
し
ん
だ
と
か
い
う
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
典
農
部
民
も
亦
径
役
を
負
担
し
て
い
る
。
い
ま
典
農
部
民
が
仲
間
役
を
負
担
し
た
事
例
を
あ
げ
る
と
、
説
志
巻
二
十
八
母

丘
倹
伝
に
、

叫
日
南
朝
の
税
川
を
め
ぐ
っ
て

（
也
矧
日
）

－、、’
u
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耳
目
南
朝
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て
（
越
智
）

七。

明
帝
即
位
、
・
：
出
為
洛
陽
典
農

Q

時
取
農
民
以
治
宮
室
。
倹
上
疏
目
、
臣
愚
以
為
、
天
下
所
急
除
者
二
賊
、
所
急
務
者
衣
食
。
誠
使
二
賊
不

滅
、
士
民
麟
凍
、
雄
崇
美
宮
室
、
猶
無
益
也
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
明
帝
の
と
き
宮
室
造
営
の
役
が
起
り
農
民
が
徴
発
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
母
丘
倹
が
典
農
官
と
し
て
行
っ
た
徴
発
反
対
の
よ

疏
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
そ
の
と
き
徴
発
さ
れ
た
農
民
に
、
典
農
部
民
が
含
ま
れ
て
い
た
の
を
察
せ
し
め
よ
う

Q

ま
た
、
説
志
巻
十
三
玉
粛
伝

を
見
る
と
、

景
初
問
、
宮
室
盛
興
、
員
失
農
業
。
期
信
不
敦
、
刑
殺
倉
卒
。
粛
上
疏
目
、
・
：
夫
務
畜
積
、
而
息
疲
民
、
在
於
省
箔
役
、
而
勤
稼
梢

Q

今
宮

室
未
就
、
功
業
未
詑
。
運
漕
調
発
、
転
相
供
奉
。
是
以
、
了
夫
疲
於
力
作
、
農
者
離
其
南
畝
。
今
見
作
者
三
四
万
人
。
：
・
誠
願
陛
下
発
徳
音
、

下
明
詔
、
深
懲
役
夫
之
疲
労
、
厚
衿
兆
民
之
不
時
、
取
常
食
露
之
士
、
非
急
要
者
之
用
、
選
其
丁
壮
。
択
留
万
人
、
使
一
非
而
更
之
、
成
知

息
代
有
日
。
則
奨
不
悦
以
即
事
、
労
市
不
怨
突
。
計
一
蔵
、
有
三
百
六
十
万
夫
。
亦
不
為
少
Q

当
一
歳
成
者
、
聴
且
三
年
。
分
遣
其
余
、
伎

皆
即
農
、
無
窮
之
計
也

Q

は
説
の
明
帝
の
年
号
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
（
一
般
農
民
と
ち
が
う
〉
「
常
食
麗
之
士
」
の
う
ち
急
務
で
な
い
も
の
を
も
っ

て
、
宮
室
の
盛
興
の
用
に
あ
て
る
べ
き
が
説
か
れ
て
い
る
。
皮
支
屯
田
民
（
及
び
い
わ
ゆ
る
都
督
系
統
の
屯
田
の
耕
作
者
）
は
「
且
耕
且
守
」

と
い
う
体
制
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
常
食
鹿
之
土
」
と
は
な
し
が
た
い
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
「
常
食
康
之
士
」
は
自
ら
典
農
部
民
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、

と
あ
る
。
「
景
初
」

一
般
郡
県
民
と
典
農
部
民
と
の
何
れ
の
篠
役
が
重
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
直
接
物
語
る
史
料
は
な
い
。

つ
ぎ
に
税
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
－
般
郡
県
民
の
場
合
、
晋
書
食
貨
志
に
、
後
漢
末
曲
目
操
が
蓑
氏
を
平
げ
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

及
初
平
京
氏
、
以
定
都
都
、
令
収
田
租
、
畝
莱
四
升
、
戸
絹
ニ
疋
而
綿
二
斤

Q

余
皆
不
得
控
興
蔵
強
賦
弱
。

と
あ
る
。
説
時
代
に
あ
っ
て
も
恐
ら
く
一
般
郡
県
民
は
曲
目
操
の
定
め
た
畝
ご
と
に
粟
四
升
の
田
租
と
絹
ニ
疋
、
綿
二
斤
の
戸
調
と
を
課
さ
れ
て

一
方
、
典
農
部
民
の
場
合
、
晋
書
博
玄
伝
に
、
西
晋
の
泰
始
四
年
（
西
紀
一
一
六
八
年
〉
の
停
玄
の
上
疏
を
の
せ
て
い
る
。

い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
な
か
に
、



又
旧
兵
持
官
牛
者
、
宮
得
六
分
、
士
得
四
分
。
自
持
私
牛
者
、
与
宮
中
分
。
施
行
来
久
、
衆
心
安
之
。
今
一
朝
減
、
持
官
牛
者
、
官
得
八
分
、

土
得
三
分
、
持
私
牛
及
元
牛
者
、
官
得
七
分
、
士
得
三
分
。
人
失
其
所
、
必
不
憾
楽
。
臣
愚
以
為
、
宜
佃
兵
持
官
牛
者
、
与
四
分
、
持
私
牛
、

与
官
中
分
。
則
天
下
兵
作
憾
然
悦
楽
、
愛
情
成
穀
、
元
有
損
棄
之
憂
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
土
の
語
が
兵
H

佃
兵
と
同
様
に
用
い
ら
れ
て
い
る
＠
さ
き
に
典
農
都
民
も
亦
士
と
よ
ば
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
及
び

そ
れ
が
広
義
の
兵
と
し
て
の
性
格
を
も
ち
続
け
て
い
た
こ
と
に
ふ
れ
た

Q

度
支
屯
国
民
が
士
、
兵
と
よ
ば
れ
た
の
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
あ

る
ま
い
。
か
く
て
、
右
の
「
旧
兵
・
：
衆
心
安
之
」
の
部
分
は
、
説
末
、
典
農
部
屯
田
廃
止
時
ま
で
の
典
農
、
度
支
両
屯
田
民
、
典
農
部
屯
田
鹿

止
後
の
度
支
屯
旧
民
が
分
回
の
捕
に
よ
っ
て
お
り
、
私
牛
を
も
つ
も
の
は
宮
と
中
分
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
目
。
（
典
農
部

屯
田
か
ら
度
支
屯
田
が
分
生
し
た
の
は
、
そ
の
耕
作
者
H

土
に
軍
兵
的
性
格
を
よ
り
強
く
も
た
せ
る
意
図
に
出
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
分
裂
以

後
、
典
捜
部
民
は
主
と
し
て
分
回
の
術
を
と
る
屯
田
耕
作
と
絡
役
と
を
負
担
し
、
度
支
屯
由
民
は
主
と
し
て
分
田
の
術
を
と
る
屯
田
耕
作
と
軍

役
と
を
負
担
す
る
と
い
う
色
分
け
が
な
さ
れ
た
。
典
農
部
民
は
前
引
の
説
略
の
記
事
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
軍
兵
的
性
格
を
全
く
喪
失
し
た
わ

け
で
は
な
い
が
、
全
体
的
に
み
て
そ
の
も
つ
比
重
は
ご
く
小
さ
か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
）

筆
者
は
典
農
、
度
支
の
両
屯
田
が
い
わ
ゆ
る
課
固
と
な
り
、
屯
田
民
が
課
田
耕
作
者
と
な
っ
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
料
、
第
二
節
で
考
察

し
た
と
と
ろ
に
従
え
ば
、
四
晋
時
代
の
一
般
郡
県
民
の
租
税
の
う
ち
田
租
は
畝
ご
と
に
粟
三
斗
六
升
で
ほ
ぼ
十
一
の
税
と
な
り
、
戸
調
は
絹
三

疋
、
綿
三
斤
で
あ
る
＠
ま
た
、
課
田
耕
作
者
の
田
租

（
折
納
分
を
含
む
）

は
畝
ご
と
に
粟
八
斗
八
升
と
な
る
。
（
戸
調
は
不
明
で
あ
る
が
、
恐

ら
く
一
般
郡
県
民
と
同
様
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
J

王
朝
受
替
を
目
前
に
し
て
、
あ
か
ら
さ
ま
に
一
般
郡
県
民
の
税
役
負
担
総
額
の
増
加
を
う
ち
だ
す
は
ず
は
な
い
か
ら
、
右
の
変
化
は
、
王
朝

交
替
に
あ
た
っ
て
、

－
般
郡
県
民
は
田
租
、
戸
調
を
大
幅
に
増
加
さ
れ
、
そ
の
か
わ
り
に
篠
役
負
担
を
大
幅
に
軽
減
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
全
体

と
し
て
の
負
担
は
減
り
こ
そ
す
れ
増
し
て
は
い
な
い
計
算
と
な
る
。
と
い
っ
た
観
点
か
ら
全
体
的
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
G

そ
う
す
る
と
、

典
農
部
民
は
典
農
部
系
統
官
廃
止
と
表
裏
一
体
を
な
す
措
置
に
よ
っ
て
、
税
負
担
を
大
幅
に
軽
減
さ
れ
、
そ
の
代
わ
り
に
篠
役
負
担
を
大
幅
に

汗
南
側
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て
（
越
智
〉

じ



耳
目
南
朝
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て
（
越
智
）

ー七

増
加
さ
れ
た
。
と
い
っ
た
こ
と
が
自
ら
想
定
さ
れ
よ
う

Q

こ
の
よ
う
な
考
察
が
成
立
す
る
と
す
れ
ば
、
政
役
は
自
ら
税
役
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
、
「
以
均
政
俊
」
一
般
郡
県
民
を
基
準
と
し

て
、
そ
の
新
ら
し
い
税
役
負
担
（
総
額
）
と
、
（
課
田
民
と
な
る
べ
き
）
典
農
部
員
の
税
役
負
担
（
総
額
）
と
を
な
る
だ
け
均
等
化
し
よ
う
と

し
た
の
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
（
な
お
、
そ
こ
で
は
政
役
を
絡
役
と
す
る
こ
と
は
、
自
ら
否
定
さ
れ
て
い
る
。
）

t工

ち
な
み
に
、
旧
典
農
部
民
（
課
田
耕
作
者
〉
は
典
農
官
廃
止
後
旧
屯
田
（
H
課
田
）
耕
作
面
で
は
屯
田
尚
警
の
管
掌
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
や
が
て
太
康
元
年
の
天
下
統
一
時
か
ら
同
三
年
ま
で
の
聞
に
少
な
く
と
も
戸
籍
制
度
上
一
般
郡
県
民
と
な
っ
て
し
ま
う
。
太
康
中
に
屯

田
尚
蓄
は
廃
止
さ
れ
、
か
わ
っ
て
田
曹
尚
書
が
設
け
ら
れ
る
が
、
蓋
し
一
般
郡
県
民
と
な
っ
た
旧
典
農
部
員
（
課
田
耕
作
者
〉
は
、
そ
の
旧
屯

田
（
H

課
田
）
耕
作
面
で
改
め
て
回
曹
尚
蓄
の
管
掌
を
受
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う

Q

な
お
、
度
支
屯
田
民
も
太
康
元
年
の
天
下
統
一
時
か
ら
同
三

年
ま
で
の
聞
に
少
な
く
と
も
戸
籍
制
度
上
一
般
郡
県
民
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
旧
屯
田
（
1
課
田
）
耕
作
聞
で
は
恐
ら
く
度
支
尚
蓄
の
管
掌
を
受

け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

む

す

び

こ
の
論
文
で
筆
者
が
主
と
し
て
明
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
つ
ぎ
の
点
で
あ
る
。

パ
円
初
学
記
に
引
用
さ
れ
て
い
る
晋
故
事
の
記
事
は
、
占
田
の
租
が
畝
あ
た
り
粟
三
斗
六
升
で
あ
り
、
課
田
の
租
が
畝
あ
た
り
架
八
斗
八
升

で
あ
る
の
を
示
し
て
い
る
。

情

東
晋
の
戚
和
五
年
の
度
回
収
租
制
に
お
け
る
租
は
、
お
お
む
ね
畝
あ
た
り
米
三
斗
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
行
の
晋
書
に
「
米
三

升
」
と
あ
る
の
は
「
米
三
斗
」
を
誤
っ
た
も
の
で
あ
る

Q

伺
説
末
・
晋
初
の
典
農
官
廃
止
の
目
標
と
さ
れ
た
「
均
政
役
」
は
、
典
農
部
屯
旧
民
が
改
め
て
屯
田
尚
書
の
支
配
を
受
け
る
こ
と

と
す
る
。
一
般
郡
県
民
の
税
を
増
加
す
る
と
同
時
に
係
役
を
減
少
し
、
全
体
と
し
て
そ
の
負
担
を
も
と
と
同
一
、
と
す
る
か
あ
る
い
は
減

（一）

（二）



少
す
る
。
（
一
ニ
）
旧
典
農
部
民
の
税
を
減
少
す
る
と
同
時
に
倍
役
を
増
加
す
る
。
〈
こ
の
際
の
租
は
謀
田
の
租
で
お
る
。
）
〈
四
）
こ
の
よ
う
な
改

変
に
あ
た
っ
て
は
、

一
般
郡
県
民
を
基
準
と
し
、
そ
の
負
担
（
総
額
）

に
、
旧
典
農
部
民
の
負
担
（
総
額
）
を
同
じ
く
す
る
。

と
い
っ
た
内
容

を
も
っ
。

（同

梁
時
代
、
大
通
元
年
以
後
京
宮
（
す
な
わ
ち
内
百
官
）

の
給
与
は
す
べ
て
銭
貨
を
も
っ
て
支
給
さ
れ
る
と
と
と
な
っ
た
が
、
侯
景
の
乱
の

こ
ろ
に
は
恐
ら
く
イ
ジ
レ

1
シ
ョ
シ
が
進
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
て
、
再
び
現
物
（
穀
物
等
）
給
与
に
帰
っ
て
お
り
、
往
々
郡
県
官
を
は
る
か
に
兼

ね
て
そ
の
禄
秩
を
え
て
い
た

Q

一
方
、
地
方
官
の
方
は
引
続
き
禄
秩
を
支
給
さ
れ
て
い
た
。
（
梁
時
代
の
禄
秩
は
丁
対
象
の
租
と
調
の
一
部
か

ら
な
る
。
隙
時
代
も
そ
れ
と
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
）

註
〔
1
）
拙
箸
、
「
貌
盟
日
南
朝
の
政
治
と
社
会
」
参
照
。

（2
）
け
の
公
は
己
の
記
述
を
参
照
し
て
補
っ
た
。

ハ3
〉
ち
な
み
に
、
同
官
官
集
成
印
番
目
川
本
な
ど
で
は
け
の
「
江
布
」
が
「
江
左
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
文
で
述
べ
た
大
測
に
必
っ
て
ヴ
え
た
際
、

乙
の
「
左
」
は
百
仙
川
本
の
よ
う
に
「
右
」
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

（4
）
通
典
官
官
口
聞
の
指
す
時
期
に
つ
い
て
の
考
証
は
川
稿
で
行
う
。

（5
）
「
夫
人
」
の
文
字
は
前
後
関
係
か
ら
補
っ
た
。

ハ6
）
拙
柄
、
「
議
官
南
朝
の
似
佼
に
つ
い
て
」
（
東
洋
学
海
筑
間
十
九
治
第
門
号
）
参
航
。

ハ7
）
山
崎
家
礼
之
助
氏
、
「
凶
浸
諸
伐
の
秩
浴
l
「
初
、
学
ぶ
」
所
引
「
引
は
故
事
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

l
」
（
東
洋
火
研
究
第
二
十
七
巻
市
二
号
）
参
加
。

（
8
〉
尚
掲
、
「
貌
晋
南
駒
の
政
治
と
社
会
」
参
照
。

（
9
）
珂
日
南
朝
の
諸
伎
の
国
の
官
属
に
つ
い
て
は
、
怖
を
新
た
に
し
て
論
ず
る
。

〈
叩
）
前
掲
、
「
規
正
日
南
駒
の
政
治
と
社
会
」
参
照
。

ハ
ロ
）
守
屋
美
都
雄
氏
、
「
mm故
事
に
つ
い
て
」
（
「
巾
国
古
代
の
家
族
と
国
家
」
）
参
照
。

（
ロ
）
と
う
し
た
際
の
数
字
（
と
く
に
「
三
百
」
と
い
う
数
字
」
）
は
、
も
と
よ
り
お
お
よ
そ
の
数
字
で
あ
る
。

（
日
〉
天
野
元
之
助
氏
、
「
貌
苦
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
民
業
生
？
注
力
の
民
開
」
〈
巾
叫
ん
学
叫
刊
誌
第
六
十
六
編
第
一

O
号
）
参
照
。

な
お
、
同
氏
は
同
稿
で
、
貌
晋
南
北
朝
の
ζ

ろ
、
日
時
他
国
と
い
っ
た
よ
う
な
良
国
で
は
一
畝
で
巣
十
似
の
生
ー
訟
を
あ
げ
え
た
で
あ
ろ
う
が
、
北
方
早

尚
南
側
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て

（川崎智）

ー七



M

日
南
削
明
の
税
制
を
め
ぐ
っ
て
（
越
智
〉

←じ
/JL/ 

地
（
非
協
水
田
）
に
お
け
る
一
般
の
収
量
は
こ
れ
よ
り
ず
っ
と
少
な
く
、
パ
せ
い
ぜ
い
常
年
四
、
五
併
な
い
し
五
、
六
別
で
あ
っ
た
、
と
推
定
し
て
お
ら

れ
る
。

〈日比）

Uγ

中
苓
次
氏
、
「
漢
代
の
田
租
と
災
害
に
よ
る
其
の
減
免
」
（
「
中
国
古
代
の
旧
制
と
税
法
」
）
参
照
。

（
日
）
狩
谷
被
斎
、
「
本
制
度
量
権
衡
孜
附
録
巻
中
」
に
よ
る
。

得
一
）
天
野
元
之
助
氏
、
「
四
耳
目
の
占
問
、
謀
間
制
に
つ
い
て
の
試
論
」
〈
人
文
研
究
第
八
巻
町
時
九
号
）
参
照
。

（
灯
）
・
（
時
）
前
掲
、
「
貌
耳
目
南
朝
の
政
治
と
社
会
」
参
照
。

（
悶
）
旧
刀
爵
の
国
の
地
の
広
さ
に
つ
い
て
両
記
事
に
相
巡
が
あ
る
が
、
太
半
御
覧
の
方
は
奏
請
文
に
お
け
る
広
さ
を
示
す
も
の
で
到
実
に
行
わ
れ
た
の
は
沓

番
地
理
志
に
日
比
え
る
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
る
乙
と
も
で
き
る
。
も
し
こ
の
よ
う
に
見
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
男
爵
の
国
に
は
大
国
男
、
次
国
男

の
区
川
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
論
旨
自
体
を
γ

公
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

（
初
〉
前
掲
、
「
凶
正
日
諸
伎
の
秩
翠

i
「
初
学
記
」
所
引
「
正
日
故
事
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
｜
」
参
照
。

〈
幻
〉
誌
（
叩
悶
）
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
太
平
御
覧
の
は
山
市
ず
は
奏
請
文
の
内
容
を
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
旧
五
等
の

制
に
お
い
て
も
諸
伎
の
国
の
官
属
は
定
制
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
不
明
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
が
、
「
罷
五
等
之
制
」
と

あ
る
の
を
否
定
す
る
ζ

と
に
は
な
ら
な
い
。

（
明
ご
ち
な
み
に
、
首
番
地
理
志
に
、
水
始
一
冗
年
十
二
月
の
大
問
の
郎
王
の
巴
は
二
万
一
戸
、
次
国
の
郎
王
の
邑
は
万
戸
、
小
国
の
郡
王
の
邑
は
五
千
一
戸
と
あ
る

が
、
そ
の
と
き
の
安
半
王
字
の
邑
は
四
万
戸
で
あ
る
。
ま
た
、
本
文
後
述
の
よ
う
に
、
そ
の
と
き
の
他
の
部
王
四
名
の
邑
は
五
千
一
戸
を
上
下
し
て
い
る
。

何
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
は
二
万
戸
、
万
一
戸
、
五
千
戸
と
い
う
数
字
と
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
mu
拙
稿
、
「
南
朝
州
鎮
の
財
政
に
つ
い
て
」
（
東
洋
史
学
第
二
十
四
時
開
）
参
照
。

（
但
〉
・
（
お
）
前
掲
、
「
軸
豊
田
南
朝
の
政
治
と
社
会
」
参
照
。

（
お
）
梁
時
代
の
貨
幣
経
・
討
に
つ
い
て
は
、
川
勝
義
雄
氏
、
「
伐
対
の
乱
と
南
駒
の
貨
幣
経
済
」
〈
東
方
学
報
第
三
十
二
冊
〉
参
照
。

（
幻
〉
・
〈
お
）
・
（
m
台
前
掲
、
「
貌
組
問
南
側
の
政
治
と
社
会
」
参
照
。

（m
山
）
浜
口
霊
園
氏
、
「
貌
週
間
南
朝
の
兵
戸
制
度
の
研
究
」
（
「
秦
漢
陥
唐
史
の
研
究
上
巻
」
）
参
照
。

（
幻
〉
・
（
鉛

γ
（お

γ
前
掲
、
「
認
晋
南
朝
の
政
治
と
社
会
」
参
照
。

（
引
台
前
掲
、
「
貌
皿
問
南
朝
の
政
治
と
社
会
」
参
照
。
貌
忘
巻
十
二
司
馬
主
伝
ぞ
見
る
と
、
裁
初
以
米
山
（
山
部
氏
に
米
作
治
世
が
公
然
と
許
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
黄
初
あ
る
い
は
そ
の
や
や
あ
と
に
度
支
屯
問
が
ル
ー
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
末
作
治
山
が
許
さ
れ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
皮
文
屯
田
は
准



河
流
域
、
伏
也
省
凶
部
、
河
北
省
北
部
に
分
散
し
て
い
る
υ

こ
れ
ら
の
地
は
対
呉
、
対
局
あ
る
い
は
米
北
、
西
北
の
前
線
基
地
で
あ
る
。
ハ
西
嶋
定
生
氏
、

「
中
国
経
済
史
研
究
」
所
収
「
貌
の
屯
田
制
」
）
一
方
、
典
腹
部
屯
田
は
次
第
に
後
方
に
位
置
す
る
乙
と
と
な
る
が
、
そ
う
し
た
典
良
部
屯
田
の
耕
作
者

に
だ
け
米
作
治
世
が
公
然
と
侍
さ
れ
た
と
い
う
乙
と
は
、
彼
ら
が
直
接
兵
と
し
て
出
陣
す
る
機
会
が
殆
ん
ど
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
ひ
ま
が
で
き
る

か
ら
で
な
く
、
新
た
に
負
担
さ
せ
る
べ
き
他
の
役
つ
ま
り
筏
役
が
屯
田
耕
作
に
加
わ
っ
て
苛
酷
と
な
る
べ
き
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
に
よ
る
疲
弊
そ
防

ぐ
て
だ
て
が
必
裂
で
あ
り
、
そ
の
必
要
に
応
ず
る
も
の
と
し
て
泌
め
ら
れ
た
、
と
い
っ
た
線
に
そ
っ
て
理
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
お
）
・
（
叩
山
）
前
拐
、
「
納
細
川
日
南
削
引
の
政
治
と
社
会
」
参
照
。

な
お
、

m
日
書
巻
五
に
、
「
史
臣
日
、
：
：
：
掩
唐
成
之
山
域
、
班
正
朔
於
八
荒
、
天
下
書
同
文
、
車
同
軌
。
牛
馬
被
野
、
余
組
委
畝
。
故
子
時
有
天
下
無

釣
人
之
説
。
雌
太
平
未
治
、
亦
足
以
明
夜
礼
治
山
（
法
、
氏
楽
作
片
山
災
。
」
と
あ
る
。

ζ

れ
は
凶
習
の
天
下
統
一
後
（
、
太
政
末
ま
で
）
の
乙
と
を
指
し
て

い
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
一
般
消
以
只
に
つ
い
て
い
え
ば
、
天
下
統
一
後
、
戦
士
的
負
担
を
事
実
上
免
ぜ
ら
れ
た
（
狭
義
の
）
兵

一
円
が
そ
の
絡
役
九
但
を
か
た
が
わ
り
し
、
そ
の
た
め
彼
ら
が
そ
れ
に
注
い
で
い
た
力
を
改
め
て
出
耕
に
う
ち
ζ

ん
だ
こ
と
を
暗
々
裏
に
示
し
て
い
る
と

捌
測
さ
れ
る
。
川
米
の
一
般
消
川
町
民
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
は
、
新
た
に
一
般
川
県
民
と
な
っ
た
旧
山
県
民
部
氏
に
つ
い
て
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た

山
度
支
屯
田
氏
は
そ
う
し
た
旧
典
良
部
民
と
同
じ
取
扱
い
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
ζ

と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
彼
ら
は
官
田
耕
作
の
祖
を
大

幅
に
引
き
下
げ
下
り
れ
た
だ
け
で
な
く
、
ハ
か
つ
て
山
県
内
阿
部
民
が
官
同
耕
作
の
組
を
大
幅
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
反
耐
久
但
し
た
よ
う
な
）
絡
役
負
担
の
苦

し
み
を
感
ず
る
こ
と
も
比
較
的
少
な
か
っ
た
と
忠
わ
れ
る
。

（
市
山
）
緑
秩
の
語
は
山
来
広
く
内
外
百
官
の
給
与
と
い
っ
た
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
普
書
巻
九
十
六
郷
妥
妻
曹
氏
伝
）
。
恐
ら
く
附
蓄
食

貨
志
の
指
す
時
期
に
あ
っ
て
も
旅
秩
の
誌
が
旧
米
の
内
行
を
ふ
ま
え
て
内
外
百
官
の
給
与
の
「
財
源
」
と
い
っ
た
な
昧
で
佼
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
Q

し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
本
州
の
論
旨
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
泊
）
漢
時
代
田
刊
仰
の
表
凶
的
な
軽
減
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
久
担
の
総
設
を
考
え
る
と
、
当
時
の
人
民
の
負
担
は
そ
れ
程
騒
く
な
か
っ
た
。

（
前
倒
「
淡
代
の
問
机
と
災
容
に
よ
る
共
の
減
免
」
）
こ
れ
は
、
人
民
の
負
担
を
と
り
あ
げ
る
際
、
そ
れ
を
綜
合
的
に
担
保
す
べ
き
を
察
せ
し
め
る
も
の

で
あ
る
。

（
お
）
前
掲
「
貌
門
商
朝
の
政
治
と
J

仕
会
」
参
照
。

出
叩
註
（
1
）
北
納
却
に
あ
っ
て
も
、
始
め
は
租
は
高
率
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ζ

れ
に
つ
い
て
ほ
川
に
と
り
あ
げ
る
。

補
註
（
2
）
布
に
綿
布
と
麻
布
と
あ
る
こ
と
、
一
二
団
側
の
内
容
、
夏
調
・
波
秩
徴
収
の
時
期
な
ど
に
つ
い
て
は
川
の
機
会
に
述
べ
る
。

m
日
南
朝
の
桃
川
を
め
ぐ
っ
て

〈
越
智
）

ーじ
Ji 



On the System of Taxation in T sin 
N anchao Dynasty ~rfiJW.j 

--From the Discussion on the Tax System of 
Tsinkushih -'k\f"I&:$ to the Interpretation of 

"Chun Chengi" ~ml(1)!:-

Shigeaki OCH! 

What I intended to make clear in this article is as follows: 

(1) The description of Tsinkushih which is cited by Ch'ushsiaochi 

W~~c indicates that tsu lB. of chant'ien 25133 is 3 tous 4 and 

6 shengs fr in su * per mu JitZ, and that tsu of k'ot'ien ~133 

is 8 tous and 8 shengs in su per mu. 

(2) We can think that in the 5th year of Hsienho ,Jiix;fa of 

Tungtsin *-g. (330 A. D.) the tsu in tot'ienshoutsu system ftl33 

Jtl(ffiiiJ was nearly 3 tous in mi * per mu. Some existing 
books assume by mistake that it was 3 shengs in mi. In 

point of fact it was 3 tous in mi. 

(3) "Chun chengi", which was aimed at by the abolition of tien

nungkuan ,i;lll_.~'jg at the end of Wei ~ and in the early part 

of Tsin ff, has the following contents: 

(a) The peasants of tiennungpu t'unt'ien :!tll:f!!fifGI!1133 are anew 

to be under the control of t'unt'ien shangshu If1133iWJif. 
(b) The tax of general peasants is raised, but their yaoi 1,t,:;1)1: 

is reduced, and thus on the whole their burden is either 

the same as the former or is lightened. 

(c) The tax of the former peasants of tiennungpu t'unt'ien ,i;lll..~ 

'fff.141133 is reduced, but, on the other hand, their yaoi is 

raised. The tsu at this juncture is the tsu of k'ot'ien. 

(d) In such an innovation, the general peasants were set as 

a standard. and the total burden of the former peasants in 

tiennungpu t'unt'ien was equal to that of the general peasants. 
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